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はじめに 

こどもや子育て家庭を取り巻く環境は多様化し、また、放課後ルーム

や保育所などの待機児童の解消、児童虐待の発生予防など課題も多岐に

わたっております。そのような中、本市では、令和７年 3 月に「第３期

船橋市子ども・子育て支援事業計画、第５次船橋市ひとり親家庭等自立

促進計画、船橋市こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」（以

下「第３期計画等」という。）を策定し、こどもと子育て家庭を支援して

まいりました。 

一方、国においては、全てのこども・若者が、将来にわたって身体的・

精神的・社会的に幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現を目指すため、「こども基本法」

を制定しました。こども基本法では、こども施策の基本理念などを明確にし、国や県、市など社

会全体でこどもや若者に関する取り組みである「こども施策」を進めることとされています。 

本市においても、「こども基本法」の理念などを基に「こども施策」を推進するため、第３期計

画等を拡充し、こども・若者、子育て支援の一層の推進を図るための一体的な計画として「船橋

市こども計画」を策定いたしました。 

この計画では、『「全てのこども・若者・子育て家庭の笑顔が輝くまち・ふなばし」をめざして』

を基本理念とし、ライフステージに応じた切れ目のない支援を推進することとしています。 

また、こども・若者一人ひとりの権利が等しく尊重され、心豊かに笑顔にあふれ生き生きと育

つことができる環境を作ることは、私たち大人の責務です。本市のまちづくりに関わってくださ

っている皆様と共に、こども・若者が将来に夢と希望を持ちながら育ち、また保護者が喜びや生

きがいを感じながら安心して子育てができるよう環境の整備に取り組んでまいります。 

結びに、計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました「船橋市子ども・子育

て会議」の委員の皆様、アンケート調査やパブリック・コメント等にご協力いただきました多く

の皆様に心より感謝申し上げます。 

令和８年３月

船橋市長 松戸 徹 
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我が国では、少子化の進行に歯止めがかからない状況となっており、厚生労働省が発表した

令和６年（２０２４年）の人口動態統計によると、日本の合計特殊出生率（１人の女性が生涯

に産むこどもの平均数）は１.１５まで低下し、年間出生数は６８６,０６１人と、明治３２年

（１８９９年）に統計を取り始めて以降、初めて７０万人を下回りました。 

その要因として、若い世代の不安定な雇用環境、所得低下、結婚観の変化、仕事と子育てと

の両立に対する負担感や子育てに関する不安感、経済的負担等が影響を及ぼしていると考えら

れます。 

こどもや子育て家庭を取り巻く環境においては、児童相談所における虐待相談対応件数が過

去最多となる等、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきています。 

また、世帯の経済的な困窮がこども世代に影響を及ぼす「貧困の連鎖」が社会の大きな課題

になる等、こどもや子育て家庭を取り巻く環境はより一層厳しいものとなっています。 

 

そのような状況の中、国では、令和５年（２０２３年）４月１日に「こども家庭庁」を発足

させ、これまで複数の省庁が担っていた、少子化対策や子育て支援、いじめ等のこどもを取り

巻く課題に対し、一元的に取り組む体制を整備しました。 

あわせて、「こども家庭庁」の発足と同時に、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進

していくための包括的な基本法として「こども基本法」が施行されました。同法は、日本国憲

法及び児童の権利に関する条約の指針にのっとり、全てのこども・若者が、将来にわたって身

体的・精神的・社会的に幸せな状態で生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども施

策を総合的に推進することを目的としています。 

 

さらに、同年１２月には「こども基本法」に基づき、政府全体のこども施策の基本的な方針

等を定める「こども大綱」を閣議決定しました。 

「こども大綱」では、こども・若者、子育て当事者の視点や意見を尊重し、こども・若者の

権利の保障、ライフステージに応じた切れ目のない支援を目指すこと、貧困と格差の解消、若

い世代の生活基盤の安定化等の基本的な方針を掲げ、こども施策を関係機関と連携して総合的

に推進することとしています。 

 

このような背景を踏まえ、本市では、令和６年度（２０２４年度）に策定した「第３期計画

等」を拡充し、こども・若者、子育て支援の一層の推進を図るための一体的な計画として「船

橋市こども計画」（以下「本計画」という。）を策定することとしました。   

計画策定の背景と趣旨 １ 
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【参考】こども・若者、子育て当事者等を取り巻く主な法令等 

法令・大綱等 内容 

少子化社会対策基本法 

（平成１５年９月１日施行） 

「少子化社会対策大綱」を策定 

結婚、妊娠、出産、こども・子育てに温かい社会の実現 

次世代育成支援対策推進法 

（平成１７年４月１日施行） 

次代の社会を担うこどもが健やかに生まれ、育成される

環境の整備を図る ※令和１７年３月３１日まで再延長 

子ども・若者育成支援推進法 

（平成２２年４月１日施行） 

子供・若者育成支援推進大綱 

「子ども・若者ビジョン」を策定 

全てのこども・若者が自らの居場所を得て成長・活躍で

きる社会を目指す 

子どもの貧困対策の推進に関する法律 

（平成２６年１月１７日施行） 

「子供の貧困対策に関する大綱」を

策定 

 

貧困により、こどもが適切な養育及び医療を受けられな

いこと、こどもが多様な体験の機会を得られないこと、

その他のこどもがその権利利益を害され、社会から孤立

することのないようにする ※令和６年６月「こどもの

貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改定 

子ども・子育て支援法 

（平成２７年４月１日施行） 
教育・保育施設の量と質の確保、地域の子育て支援の充実 

 

 

こどもを権利の主体として位置づけ、その権利を保障する総合的な法律として「こども基

本法」が施行されました。 

こども基本法 

こども施策に関する大綱（こども大綱）<こども基本法第９条に規定> 

・こども施策を総合的に推進するために、基本的な方針、重要事項等を定めるもの 

・これまで別々に作られてきた「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」、

「子供の貧困対策に関する大綱」が束ねられ、「こども大綱」として一元化 

こども計画の策定<こども基本法第１０条に規定> 

・国の大綱を勘案した都道府県こども計画・市町村こども計画の作成が努力義務とされる 

・こども計画は、既存の各法令に基づく「子ども・若者計画」、「子どもの貧困対策計画」、

「子ども・子育て支援事業計画」、「次世代育成支援行動計画」の都道府県計画・市町村

計画と一体のものとして作成することができる 

こども等の意見の反映<こども基本法第１１条に規定> 

・こどもや子育て当事者等の意見を反映すること、聴取した意見が施策に反映されている

かについて、フィードバックすることや広く社会に発信していくこと等が求められてい

る 
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（１）法的位置づけ 

本計画は、こども基本法第１０条第２項に基づく「市町村こども計画」として位置づけま

す。 

 

こども基本法 抜粋 

（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるととも 

に、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ 

れ保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他 

の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二 

十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全 

ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保さ 

れること。 

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、 

その最善の利益が優先して考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義 

的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を

行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を

確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
 

（こども施策に関する大綱） 

第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（以下「こ

ども大綱」という。）を定めなければならない。 

２ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 こども施策に関する基本的な方針 

二 こども施策に関する重要事項 

三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項 

３ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 

一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処す

るための施策 

二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項 

三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号に掲げる事項   

計画の位置づけ ２ 
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４ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な

目標及びその達成の期間を定めるものとする。 

５ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大

綱を公表しなければならない。 

７ 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。 

 

（都道府県こども計画等） 

第十条 （略） 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及

び都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以

下この条において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
３～５ （略） 
 

（こども施策に対するこども等の意見の反映） 

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっ

ては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
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 （２）ＳＤＧｓとの関係性 

平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットにおいて、先進国を含む国際社会全体の開

発目標としてＳＤＧｓが採択されました。ＳＤＧｓは、令和１２年（２０３０年）までに世

界中で達成すべき事柄として掲げられており、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、 

１７の目標と、達成するための具体的な１６９のターゲットから構成されています。 

本計画においては、ＳＤＧｓの趣旨を踏まえて、各施策を進めていきます。 
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※第３期計画等 ＝ 第３期船橋市子ども・子育て支援事業計画 

第５次船橋市ひとり親家庭等自立促進計画 

船橋市こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画 

 （３）計画体系における位置づけ 

本計画の策定に当たっては、最上位計画として位置づけられている「船橋市総合計画」、福

祉分野の上位計画として位置づけられている「船橋市地域福祉計画」や、「船橋市障害者施策

に関する計画」「船橋市障害福祉計画及び船橋市障害児福祉計画」「船橋市教育振興基本計画」

等と整合を図りながら策定するものです。 

また、本計画は、「第３期計画等」を一部参照しつつ、その内容を含むものです。 

年 度 

令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和10 令和11 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

          

船橋市総合計画 

基本構想 

（Ｈ12～Ｒ３） 

第３次船橋市総合計画 

基本構想（Ｒ４～13） 

船橋市総合計画後期

基本計画 

（Ｈ24～Ｒ３） 

第３次船橋市総合計画 

基本計画（Ｒ４～13） 

          

第３次船橋市 

地域福祉計画 

（Ｈ27～Ｒ３） 

第４次船橋市地域福祉計画（Ｒ４～８） 
【仮称】第５次船橋市 

地域福祉計画 
 

          

第２期船橋市子ども・子育て支援事業計画 
（Ｒ２～６） 

第３期 
計画等※ 
（Ｒ７～） 

船橋市こども計画 

（Ｒ８～11） 
     

第４次船橋市ひとり親家庭等自立促進計画 
（Ｒ２～６） 

          

第３次船橋市障害者

施策に関する計画 

（Ｈ27～Ｒ３） 

第４次船橋市障害者施策に関する計画（Ｒ４～８） 
【仮称】第５次船橋市障害者 

施策に関する計画 

第５期船

橋市障害

福祉計画

及び第１

期船橋市

障害児福

祉計画 

（Ｈ30～

Ｒ２） 

第６期船橋市障害福祉計画及び

第２期船橋市障害児福祉計画 

（Ｒ３～５） 

第７期船橋市障害福祉計画及び

第３期船橋市障害児福祉計画 

（Ｒ６～８） 

【仮称】第８期船橋市障害福祉

計画及び第４期船橋市障害児 

福祉計画 

          

船橋の教育2020 －船橋市教育振興基本計画－ 

教育振興ビジョン（Ｒ２～11） 

船橋の教育2020 －船橋市教育振興基本計画－ 

前期基本計画（Ｒ２～６） 

船橋の教育2020 －船橋市教育振興基本計画－ 

後期基本計画（Ｒ７～11）  
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本計画は、こども・若者、子育てをしている保護者や子育て支援に関わる関係機関・団体等

を対象とします。 

また、こども・若者の年齢の範囲については、原則として０歳から概ね３０歳未満までとし

ます。 

 

 

 

 

 

（１）こども・若者意識調査の実施 

① 調査対象 

船橋市全域・市内在住又は在勤・在学している満１５～３９歳のこども及び若者。 

② 調査期間 

令和７年（２０２５年）２月１５日（土曜日）～令和７年（２０２５年）３月９日（日曜日） 

③ 調査方法 

ＷＥＢアンケートによる実施。 

④ 回収状況 

有効回答数７１４件 

 

（２）こども計画策定に係る事業所調査の実施 

① 調査対象 

市内の事業所、市内で事業を営む事業所。 

② 調査期間 

令和７年（２０２５年）３月１５日（土曜日）～令和７年（２０２５年）５月２１日（水曜日） 

③ 調査方法 

ＷＥＢアンケートによる実施。 

④ 回収状況 

有効回答数１１７件 

  

計画の対象 ３ 

計画策定に向けたアンケート調査の概要 ４ 
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（人）

81,672 80,490 78,998 77,155 75,572 

408,831 410,137 413,329 416,146 420,137 

154,947 155,345 155,270 155,293 155,059 

645,450 645,972 647,597 648,594 650,768

0

200,000

400,000

600,000

800,000

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

令和6年

（2024年）

令和7年

（2025年）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

 

 

（１）総人口の推移 

① 総人口（年齢３区分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の人口は増加傾向で推移しており、令和７年（２０２５年）には６５０,７６８人となって

います。 

また、年齢３区分別人口構成の推移をみると、老年人口（６５歳以上）はほぼ横ばいであるの

に対し、生産年齢人口（１５～６４歳）は年々増加しています。 

一方で年少人口（０～１４歳）は年々減少し、令和７年（２０２５年）には７５,５７２人とな

っています。 

 

 

 

 

   

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

船橋市の現状 １ 
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（人）

4,407 4,309 4,092 4,057 3,881 

4,779 4,519 4,410 4,148 4,216 

4,988 4,747 4,518 4,425 4,198 

5,023 4,997 4,798 4,489 4,459 

5,234 5,047 5,007 4,822 4,524 

5,487 5,270 5,040 4,999 4,803 

29,918
28,889

27,865 26,940 26,081

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

令和6年

（2024年）

令和7年

（2025年）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

（２）こども・若者の人口の推移 

① 就学前児童（０～５歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の０～５歳のこども人口は減少傾向にあり、令和７年（２０２５年）には２６,０８１人と

なっています。 

  

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 
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（人）

5,492 5,508 5,289 5,025 4,992 

5,544 5,511 5,497 5,302 5,038 

5,658 5,555 5,543 5,503 5,314 

5,808 5,664 5,571 5,569 5,536 

5,844 5,830 5,682 5,574 5,588 

5,844 5,849 5,832 5,689 5,589 

34,190 33,917 33,414 32,662 32,057

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）
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（2023年）
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6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳

② 就学児童（６～１１歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の６～１１歳のこども人口は就学前児童と同様に減少を続け、令和７年（２０２５年）に

は３２,０５７人となっています。 

 

③ こども・若者（１２～２９歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の１２～２９歳のこども・若者人口は増加傾向で推移しており、令和７年（２０２５年）

には１２５,４１１人となっています。  

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

（人）

17,564 17,684 17,719 17,553 17,434 

16,799 17,024 17,270 17,681 17,809 

25,469 24,874 24,739 24,988 25,473 

61,115 61,848 62,910 63,846 64,695 

120,947 121,430 122,638 124,068 125,411

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000
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（2021年）
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（2022年）

令和5年
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12～14歳 15～17歳 18～21歳 22～29歳
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 （３）出生数の推移 

① 合計特殊出生率 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計特殊出生率は、１５～４９歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生

の間に産むこどもの数を表しています。本市の合計特殊出生率は令和２年（２０２０年）以降減

少傾向にあり、令和６年（２０２４年）には１.０６と全国・千葉県の数値を下回っています。 

② 出生数・出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生率は、人口１,０００人あたりの１年間の出生児数の割合です。本市の出生数は令和２年

（２０２０年）以降減少が続き、令和６年（２０２４年）には４,００３人となっています。出生

率も減少傾向にありますが、全国の数値をわずかに上回っています。  

資料：千葉県 合計特殊出生率の推移市町村別 

資料：船橋市統計書（船橋市） 

令和５年（２０２３年）厚生労働省 人口動態統計の年間推計（全国） 
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 （４）婚姻率・離婚率の推移 

① 婚姻率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の婚姻率の推移をみると、増減を繰り返しながら推移しており、令和６年（２０２４年）

には４.７となりました。いずれの年も全国・千葉県の数値を上回っています。 

 

② 離婚率 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の離婚率の推移をみると、増減を繰り返しながら推移しており、令和６年（２０２４年）

には１.３８となっています。全国・千葉県もおおむね同様の傾向がみられますが、本市はそれら

の数値を下回っています。

資料：千葉県 人口動態総覧、保健所・市町村別 

資料：千葉県 人口動態総覧、保健所・市町村別 
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1.47
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（人口千人対）



 

24 

  

 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第３章 

計画の基本的な考え⽅ 



 

26 

 

 



１．基本理念 

27 

 

第
１
章 

 

第
４
章 

 

第
３
章 

 

第
２
章 

 

資
料
編 

 

第
５
章 

 

第
３
章 

計
画
の
基
本
的
な
考
え
方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、『「全てのこども・若者・子育て家庭の笑顔が輝くまち・ふなばし」をめざして』

を基本理念とします。 

地域全体でこども・若者や子育て家庭への理解を深めて支援し、保護者が喜びや生きがいを

感じながら安全で安心して子育てができる環境を整えるとともに、全てのこども・若者が心豊

かに育ち、身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができるまちをめざします。 

こども・若者は社会の一員であり、まちの未来の担い手です。その未来が輝くものであるた

めには、今を生きるこども・若者一人ひとりの権利が等しく尊重されながら、伸び伸びと育ち、

毎日が笑顔にあふれ、将来の夢が育まれるものでなければなりません。 

その実現のために、市民と行政が一体となって、こども・若者と子育て家庭を支援していき

ます。 

 

「全てのこども・若者・子育て家庭の笑顔が 

輝くまち・ふなばし」をめざして 

基本理念 １ 
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基本理念に沿った施策を推進するための基本方針を「こども・若者」「親・家庭」「地域・社

会」の３つの視点から以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 ２ 

基本 

理念 

「
全
て
の
こ
ど
も
・
若
者
・
子
育
て
家
庭
の
笑
顔
が 

輝
く
ま
ち
・
ふ
な
ば
し
」
を
め
ざ
し
て 

基本 

方針１ 

次代を担うこども・ 

若者一人ひとりが夢

と希望を持って、 

心豊かに育つことの 

できるまちをめざし

ます。 

こども・若者が健やかで心豊かに成長して

いくには、一人ひとりのこども・若者の権利

が等しく尊重され、将来にわたって幸福な生

活を送ることのできる環境を整備すること

が必要です。 

本市では、全てのこども・若者が瞳を輝か

せながら成長することができる環境を整え

ます。 

こども・ 

若者 

基本 

方針２ 

親・家庭 

保護者一人ひとり

が、喜びや生きがい

を感じながら、子育

てのできるまちをめ

ざします。 

保護者が子育てに不安や負担、孤立感を感

じることなく、喜びや生きがいを感じながら

安心して子育てを行うことができるよう、全

ての子育て家庭に適切な支援を行うことが

必要です。 

本市では、行政や関係機関が連携して、妊

娠・出産期から子育て期にわたって、切れ目

なく子育て家庭を支援し、子育てを支える体

制を整えます。 

基本 

方針３ 

地域・ 

社会 

地域や社会を構成す

る一人ひとりが、こ

ども・若者や子育て

家庭への理解を深

め、お互いに支え合

えるまちをめざしま

す。 

こども・若者の健やかな成長を実現するに

は、子育て家庭だけではなく、地域、事業者、

行政等、社会全体で、こども・若者の育ちや

社会への参画、保護者の子育てを理解し、支

え合うことが必要です。 

本市では、子育て支援事業の充実を図ると

ともに、行政のほか地域、事業者等の支援に

よって、こどもを産み育てやすく、こども・

若者が自分らしく生き生きと生活し、健やか

に育つことのできる環境づくりを進めます。 

基本方針 



３．基本施策 

29 

 

第
１
章 

 

第
４
章 

 

第
３
章 

 

第
２
章 

 

資
料
編 

 

第
５
章 

 

第
３
章 

計
画
の
基
本
的
な
考
え
方 

 

 

基本理念に沿った３つの「基本方針」から、１２の「基本施策」および横断的施策として「こ

どもの貧困対策」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
乳幼児期の教育・保育の

充実 

教育・保育施設や地域型保育事業によって、乳幼児期の教育・保育の提供

体制を確保し、こどもが健やかに育まれる環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全てのこどもが心

身ともに健やかに

育成され、教育機

会の均等が保障さ

れ、一人ひとりが

夢や希望を持つこ

とができるように

するため、こども

の貧困の解消に向

けて、こどもの貧

困対策を総合的に

推進します。 

 

２ こどもの健全な育成の充実 

こどもが安全で安心して活動することのできる居場所づくりを推進しま

す。こどもの学び・進路の支援及び体験機会の充実などにより、こどもの

健全な育成を図ります。また、こども自身が相談しやすい環境づくりを行

っていきます。 

 

３ 
特別な配慮を要するこど

もへの支援の充実 

発達が気になるこどもや障害のあるこども等、特別な配慮を要するこども

が身近な地域で安心して生活できるように、関連サービスの充実を図りま

す。 

 

４ 母子保健の充実 
出産や育児の不安を抱える家庭が、安心してこどもを産み育て、こどもを

健やかに育てることができるよう、妊娠・出産期から子育て期に至るまで

切れ目ない支援を行います。 

 

５ 親子のふれあいの場づくり 
子育て中の親子が気軽に集え、相互交流や子育ての不安・悩みを相談でき

る拠点の充実を図るとともに、地域の子育ての支援を推進します。 

 

６ 
多様な子育て支援サービ

スの充実 

保護者の子育ての負担を軽減するため、多様な子育て支援サービスや、子

育ての相談体制、様々な媒体を通じた情報提供等の充実を図ります。 

 

７ 
ひとり親家庭等の自立支

援の推進 
多くの課題を抱えているひとり親家庭等に対して、子育てや生活の支援、

就業の支援、経済的支援等、自立に向けた支援の推進を図ります。 

 

８ 経済的支援の実施 
児童手当をはじめとした各種手当の支給や医療費の助成等、子育て家庭の

経済的負担の軽減を図るため、経済的支援を実施します。 

 

９ 
子育てを支援する地域社

会づくり 

地域社会とのかかわりの中で、家庭における子育ての負担や不安、孤立感

を和らげ、こどもが健やかに育まれることができるよう、地域における子

育て支援活動を推進します。 

 

10 児童虐待防止対策の充実 

妊産婦、子育て家庭、こどもへの寄り添い伴走型支援により、児童虐待の

発生予防や再発防止に努めるとともに、虐待の早期発見・早期対応に努め、

きめ細やかで切れ目のない一貫した支援を行うことにより、こどもたちの

安全で安心な生活を守ります。 

 

11 
仕事と家庭の両立支援の

推進 

仕事をしながら、家庭において子育てを両立するために、企業による取り

組みの充実や職場における理解と協力を促進するための啓発や、各種法

令・制度の周知等を行います。 

 

12 
こども・若者の社会参画の

ための環境づくり 

こども・若者を権利の主体として尊重し、社会参画の機会を確保するため、

意見を聴取する取り組みを推進します。 

また、こども・若者が自分らしく生き生きと生活できるよう、一人ひとり

の状況に応じた支援を行います。 

 

こどもの 

貧困対策 

全ての基本施策にか

かる横断的な施策と

して実施。 

基本施策 ３ 
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※本計画の掲載事業のうち、代表的な事業を整理したものであり、全ての事業を網羅しているものではありません。 

 

 

 

全てのこども・若者の心豊かな育ちを支援するためには、ライフステージに応じた切れ目 

のない支援が必要です。本計画の各基本施策を推進することにより、切れ目のない支援を推 

進してまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ライフステージに応じた切れ目のない支援 ４ 

ライフステージ 妊娠期 乳幼児期（０～６歳） 小学生（６～１２歳）

基本方針１

こども・若者

基本方針２

親・家庭

基本方針３

地域・社会

◇妊婦健康診査（P53） ◇産後ケア事業（P54）

◇養育支援訪問事業（P89）

◇教育・保育施設等の整備（P37）

◇⺟⼦・⽗⼦⾃⽴支援員による相談（P74）

◇こども家庭センター設置による相談体制の強化及び環境改善（P65）

◇地域⼦育て支援拠点事業（P58）

◇⼦ども食堂やプレーパークをはじめとするこどもの体験活動や、⼦育て世帯の支援に
つながる地域活動団体への協⼒・連携（P85）

◇ヤングケアラー支援事業（P45）

◇一時預かり事業（P64）

◇利⽤者支援事業（各種）（P65）

◇放課後児童健全育成事業（P43）

◇⾥親養育包括支援（フォスタリング）事業（P90）

◇保健と福祉の総合相談窓口事業（P100）

◇医療的ケア児等コーディネーターの配置（P50）

◇一貫した支援に向けた相談体制や情報連携（P50）

◇養育費に係る法律相談（P77）

◇ファミリー・サポート・センター事業の実施（P82）

◇保育所における小中高生のボランティア・職場体験生の受け入れ（P85）

◇児童ホーム事業（P43）

◇こども・若者の意⾒聴取に係る取り組み（P99）

◇ハッピーサタデー事業（P45）

◇発達相談（P49）
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中学生（１２～１５歳） 高校生年代（１５～１８歳） 若者（１８歳～）

◇学習支援事業（P44）

◇ふなばし地域若者サポートステーション事業（P82）

◇奨学⾦貸付（P82）

◇市⺠向けのワーク・ライフ・バランスの
周知・啓発のための講座等（P95）



 

32 

  

 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第４章 

施策の展開 



 

34 

  

 



基本施策１ 乳幼児期の教育・保育の充実 

35 

 

第
１
章 

 

第
４
章 

 

第
３
章 

 

第
２
章 

 

資
料
編 

 

第
５
章 

 

第
４
章 

施
策
の
展
開 

基本施策 

１ 
乳幼児期の教育・保育の充実 

教育・保育施設（幼稚園、保育所、認定こども園）や地域型保育事業（小規模保育事業、

家庭的保育事業）によって、乳幼児期の教育・保育の提供体制を確保し、併せて地域の子育

て支援の充実を図り、こどもが健やかに育まれる環境づくりを推進します。 

 

現状 

本市の保育所等待機児童数（４月１日現在）は、令和３年度（２０２１年度）に市基準で

２６１人、国基準で１２人となりました。その後も女性就業率の上昇などによって、児童人

口に対する保育の必要な児童数の割合である保育需要率が増加し続けており、待機児童の解

消に向け、保育所などの整備や幼稚園の認定こども園化など、保育の受け入れ枠の拡大や保

育士確保に向けた取り組みを実施しました。  

しかし、待機児童数は増加傾向にあり、令和７年度（２０２５年度）には市基準で６６６

人、国基準で３４人となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※認可施設等：保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業 

    ※待機児童（市基準）：保育所等の利用申込者のうち、転園希望等を除いた数 

     待機児童（国基準）：市基準の保育所等待機児童から近くに利用可能な保育所等があるのに特定の保育所等のみを希望してい

る場合などを除いた数 

   

《保育所等待機児童数※の推移》 《認可施設等※の定員数・保育需要数》 

（人）

261 283
308

373

666

12 28 9 24 34

0
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700

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

待機児童（市基準） 待機児童（国基準）

　　　（人）

定員数 保育需要数

14,303 
14,496 

14,591 14,587 14,589 

13,291 
13,412 

13,606 
13,839 

14,075 

12,000

13,000

14,000

15,000
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《⺟親の就労状況》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

課題 

 国において令和３年度（２０２１年度）から令和６年度（２０２４年度）末までの４年

間で約１４万人分の保育の受け皿を整備する「新子育て安心プラン」を策定し、２５～

４４歳の女性の就業率の上昇に対応するとされています。本市においても女性就業率は

上昇しており、保育需要が増加傾向にあるため、今後も受け入れ枠の確保が必要です。 

 入所児童数に応じた保育士を配置するため、保育士の確保も必要です。 

 

主な取り組み 
 

 教育・保育施設等の整備促進 

【概要】 

教育・保育の需要の更なる増加に対応するため、保育所の整備や、幼稚園からの認定

こども園への移行等、教育・保育施設等の整備、計画的な改修等による施設の機能強化

及び環境改善の検討を促進します。 

本市の保育所等待機児童の大半を占める１・２歳児を受け入れる小規模保育事業につ

いては、その安定的な実施を確保するため、教育・保育施設等との円滑な連携（保育内

容の支援、代替保育の実施、卒園児の受け皿の確保）を図るとともに、教育・保育施設

と連携した運営の確保を踏まえた整備を進めます。   

（前回調査）就学前保護者（n=3,229）

母子健康手帳交付者（n=81）

（前回調査）母子健康手帳交付者（n=119）

就学前保護者（n=2,693）

19.8

27.7

25.3

39.8

74.1

55.5

51.6

37.3

6.2

14.3

22.9

22.1

0.0 

2.5 

0.2 

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就労していない

フルタイムで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

パートタイム、アルバイトなどで就労している、またはその産休・育休・介護休業中である

無回答
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【事業】 

・ 教育・保育施設等の整備 

・ 小規模保育事業 

・ 家庭的保育事業 

・ 教育・保育施設及び地域型保育事業等の連携等の支援 

・ 多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業（第３期計画等１２９ペー

ジ参照） 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

教育・保育施設等の整備 教育・保育（第３期計画等96〜105ページ参照） 

 

 

 保育士の確保 

【概要】 

市内保育所等への就職支援や、現在就業する保育士の就業継続支援等を実施し、保育

の担い手となる保育士の確保を図ります。 

 

【事業】 

・ 保育士養成修学資金貸付事業 

・ 資格取得支援事業 

・ 就業継続に資する研修事業 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

保育⼠養成修学資⾦の借受者（当該
年度卒業⽣）のうち、市内の保育所等
への新規就職者数 

58⼈ 
（R5年度） ↑ 市内保育所等への就職を促進

します。 
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関連する取り組み 

◆ 教育・保育施設等の入所児童の処遇向上 

・ 幼稚園運営に対する補助 

・ 保育所等運営に対する補助 

・ 認可外保育施設に対する補助 

◆ 教育・保育の質の向上 

・ 保育所等における評価・研修 

◆ 幼保小の連携の充実 

・ 幼児教育施設と小学校の職員による合同研修会 

・ 園児と小学生の交流活動等  
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２ 
こどもの健全な育成の充実 

放課後児童健全育成事業（放課後ルーム）や放課後子供教室事業（船っ子教室）等の充実

により、こどもが安全で安心して活動することのできる居場所づくりを推進します。  

こどもの学び・進路の支援及び体験機会の充実などにより、こどもの健全な育成を図りま

す。 

また、こども自身が相談しやすい環境づくりを行っていきます。 

 

現状 

放課後ルームは、保護者が就労等で、放課後家庭でこどもだけになってしまう小学生に、

遊びと生活の場を用意し、こどもの自主性・社会性等の向上や、心身の健全な育成を図るこ

とを目的として、放課後から午後７時まで、夏休み等の長期休業期間においては、午前８時

から午後７時まで開所します。 

小学校の児童数は減少傾向にある一方で、放課後ルームの入所申請者数は年々増加してお

り、令和３年（２０２１年）４月の５，８０２人から、令和７年（２０２５年）４月では、

６，３４０人となっており、児童の受け入れ枠の拡大を図ってきましたが、令和７年   

（２０２５年）４月１日時点での待機児童数は３８９人となっています。 

 

《放課後ルーム受け入れ可能数・需要数・待機児童数の推移》 
   　　（人）    （人）

6,615 6,660 6,660 6,599 6,641 

5,802 
5,980 6,106 6,167 

6,340 
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《放課後の過ごさせ方の希望（就学前児童保護者）》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

   

3.5 

46.9 

3.5 

5.9 

42.0 

47.3 

4.8 

4.4 

29.9 

31.7 

3.1 

3.1 

1.0 

0.4 

8.4 

17.9 

34.1 

1.9 

2.7 

17.5 

25.8 

2.6 

4.6 

50.6 

50.1 

21.6 

2.6 

0.8 

2.2 

12.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自分の家で、一人で過ごす

自分の家で、家族と過ごす

家族ででかける

祖父母や親戚の家に行く

放課後ルームに行く

船っ子教室（放課後子供教室）に行く

放課後等デイサービスに行く

児童ホームに行く

友達と遊ぶ

塾や習い事に行く

学校の部活動や地域のクラブ活動に参加する

家のお手伝いをする（家族のお世話や家事など）

その他

わからない

無回答

低学年 高学年

n=776
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こどもの体験機会や将来の展望について、困窮層になるにつれ、経済的な理由によって

色々な体験活動をしたくてもできない、学習面に支障が出る、将来の進学先に影響が出る、

こども自身の将来の夢や展望について前向きになれないなどの影響がみられます。 

また、困窮層の中高生では、他の層に比べて自宅で勉強することができる場所がないと回

答した割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

《スポーツに関する習い事やクラブに通わせ
たかったが、できなかった理由》 

《キャンプやバーベキューなどの野外活動を
したかったが、できなかった理由》 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

72.7 

22.7 

7.0 

8.1 

3.5 

7.0 

9.9 

6.4 

52.7 

31.8 

11.6 

10.3 

0.7 

4.5 

20.2 

13.7 

10.3 

20.8 

7.5 

3.8 

1.1 

2.9 

40.4 

21.2 

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達が

いないため

情報がないため

子どもが対象年齢に

達していないため

その他

困窮層（n=172） 周辺層（n=292） 一般層（n=1,039）

61.6 

31.1 

4.0 

8.5 

5.1 

4.5 

9.0 

7.3 

39.8 

36.7 

7.1 

8.5 

6.8 

9.5 

16.3 

11.6 

6.8 

26.9 

4.8 

7.3 

5.3 

5.2 

32.1 

18.8 

0% 20% 40% 60% 80%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達が

いないため

情報がないため

子どもが対象年齢に

達していないため

その他

困窮層（n=177） 周辺層（n=294） 一般層（n=959）
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《自宅での学習スペースの有無（中高生相当）》 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

課題 

 入所児童数等に応じた職員数を配置するため、放課後ルーム職員（支援員及び補助員）

の確保が必要です。 

 待機児童のいる放課後ルームにおいて、増設等の受け入れ拡大を図る必要がありますが、

職員不足や小学校の余裕教室がなく新たな整備が進められていない状況にあります。 

 家庭の経済状況によってこどもの体験機会に差が生まれている状況です。格差解消のた

め、キャンプなどの野外活動の実施やスポーツや文化活動の機会の提供などに関して検

討する必要があります。 

 家庭の経済状況によって学習機会に差が生まれないよう、学習支援などの実施、こども

が自身の将来を考える機会の提供、自習できる環境等の整備に関して検討する必要があ

ります。 

 

 

   

困窮層（n=159）

周辺層（n=222）

一般層（n=932）

80.5

93.7

94.1

13.8

3.6

2.8

5.0

2.7

2.6

0.6 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない（ほしい） ない（いらない） 無回答
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 主な取り組み 

 

 こどもの居場所づくり 

【概要】 

全ての児童の安心・安全な居場所の確保のため、全市立小学校にて放課後ルーム及び

船っ子教室を校内交流型、又は連携型により実施するとともに、学校、放課後ルーム及

び船っ子教室の三者で、定期的に運営委員会を開催し、日々の活動における課題や問題

点等を情報共有することにより活動内容の充実を図ります。放課後ルームにおける学び

や遊びなど、こどもの生活の場としての様々な活動について、保護者や地域住民に周知

します。 

また、学校等と調整のうえ余裕教室等の活用による放課後ルームの整備や計画的な改

修等による施設の機能強化及び環境改善の検討、船っ子教室の受け入れ体制の確保を図

ります。 

特別な配慮を必要とする児童への対応等については、職員研修を行うほか、必要に応

じて増員を行うなど体制の確保を図ります。 

誰でも自由に遊べる遊び場を提供するとともに、様々な教室を開催し、子育て支援や

児童健全育成の充実を図るため、児童ホームを運営し、利用の促進や、計画的な改修等

による施設の機能強化及び環境改善、今後の施設の在り方の検討を行います。 

 

【事業】 

・ 放課後児童健全育成事業（放課後ルーム） 

・ 放課後子供教室事業（船っ子教室） 

・ 児童ホーム事業 

・ 中高生の居場所づくり事業 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

放課後児童健全育成事業 
（放課後ルーム） 

地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等110〜112ページ参照） 

放課後⼦供教室事業（船っ⼦教室）
の全児童に対する平均利⽤者数（⽇）
の割合 

6.1% 
（R5年度） ↑ 利⽤者数に応じた受け⼊れ体

制を確保します。 

児童ホームの来館者数 699,701⼈ 
（R5年度） ↑ 児童ホームの充実を図ります。 

 

 

 

   

（「令和６年度以降の放課後児童対策について（通知）」（令和６年３月２９日付けこ成環第 １１６ 号・５教地推第１７９号こども家

庭庁成育局成育環境課長・文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長通知より抜粋） 

放課後児童クラブ及び放課後子供教室が連携して、共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参

加し、交流できるものを「連携型」と呼ぶこととする。また、「連携型」のうち、同一小学校内等で両事業を実施しているものを、新

プランにおいては「一体型」として推進してきたが、これを「校内交流型」と呼ぶこととする。同一小学校区内で両事業を実施する

場合は、全ての放課後児童クラブと放課後子供教室が「校内交流型」又は「連携型」として連携が進められるようにする。 
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 学習機会・学習スペースの提供 

【概要】 

こどもの将来の可能性を広げるため、学習習慣の定着や学習環境の整備、学力向上の

ための取り組みや、進路選択の支援の充実を図ります。 

 

【事業】 

・ 学習支援事業 

・ 高校生キャリア支援事業 

・ サポートルーム 

・ こどもの自習スペース提供事業 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

学習⽀援事業の
参加者数 

中学⽣303⼈ 
⾼校⽣8⼈ 
（R5年度） 

↑ 
中学⽣の学習⽀援と⾼校進
学後の相談⽀援等を実施
し、更なる事業の充実を図り
ます。 

⾼校⽣キャリア⽀
援事業 

学習⽀援教室登録者数 41⼈ 
キャリア⽀援セミナー（延べ参加者数）

181⼈ 
（R5年度ひとり親家庭⾼校⽣キャリア⽀援

事業の実績） 

↑ 

⾼校⽣等の学習、進学及び
就労意欲の向上を図るた
め、学習⽀援及びキャリア⽀
援セミナー等の充実を図りま
す。 

 

 

 体験機会の提供 

【概要】 

公民館等で開催するハッピーサタデー事業や、市施設で提供しているこどもの居場所

での各種イベント等により、スポーツや文化活動に親しめる環境づくりを推進します。  

また、青少年施設での主催事業や、気軽に参加できるイベントなど、体験機会の提供

を行うことで、体験機会の格差解消に努めます。 
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【事業】 

・ ハッピーサタデー事業 

・ 小中学校一宮ふれあいキャンプ（不登校児童生徒対象） 

・ ひとり親家庭向けデイキャンプ（親子デイキャンプ）（基本施策７参照） 

・ 青少年キャンプ場イベント事業 

・ ふなっこ未来大学 

・ ふなばし夏のボランティア体験事業 

・ 青少年施設の施設整備（空調の新設等） 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

ハッピーサタデー事業の年間延べ参加者数 59,238⼈ 
（R5年度） ↑ 

地域活動団体等と連携を図り、
こどもたちがスポーツや⽂化活動
に親しめるよう事業の充実を図
ります。 

 

 

 悩みごと、困りごとを抱えるこどもへの支援 

【概要】 

家庭や学校等に関する悩みごとや困りごとがあるこどもに対して、こどもや家庭に寄

り添いながら、関連機関と連携し、それぞれの状況に適切に対応し、必要な支援を実施

します。 

 

【事業】 

・ ヤングケアラー支援事業 

・ スクールソーシャルワーカー事業 

・ スクールカウンセラー事業 

・ 不登校児童生徒への支援の推進 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

ヤングケアラー⽀援事業 相談件数33件 
（R5年度） － 

こどもが相談しやすい窓⼝となる
よう、周知啓発を進めていきま
す。   
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関連する取り組み 

◆ 地域活動団体による居場所の提供 

・ 子ども食堂等地域活動団体によるこどもの居場所づくりの活動支援 

◆ 養育環境等に課題を抱える、居場所のない児童等に対する場の提供 

・  児童育成支援拠点事業（第３期計画等１３０ページ参照） 

◆ インターネットを安全に利用できるようにするための教育・啓発 

・  インターネットの安全な利用に関するリーフレット配布 

・  船橋市立学校ネットパトロール等事業 

・  市立学校等の研修会・講演会への講師派遣 
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コ ラ ム こどもの声 

令和 6 年（2024 年）2～3 月に、こども（小学生～高校生）へ「普段の遊び場や遊び方」、

「悩んでいるときの相談」、「大人に意見を伝えることや、大人に伝えたいこと」についての

インタビューを実施しました。ここでは実際に聞いた、主な意見を紹介します。 

学校の校庭は放課後や休日に利用できないので、

使えるといいな。（小 5） 

相談相手は、親や友達がほとんど。塾の先生も話を聞いて

くれていて、大人がしっかり話を聞いてくれていると思

う。（中 2） 

こどもだけで話せる場所がほしい。（小 5） 

（ちょっとしたおやつがあれば、もっと話がしやすいと思う） 

部活などの予定のない日は、家で過ごすか、遊びに行

く。（中 2） 

食べ物や飲み物があり、友達と集まって勉強や話ができ

る場所が欲しい。（高 2） 

進路など重要なことは、親や先生に相談することが多

く、真剣に話を聞いてくれる。（高 2） 
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基本施策 

３ 

特別な配慮を要する 

こどもへの支援の充実 

発達が気になるこどもや障害のあるこども等、特別な配慮を要するこどもが身近な地域で

安心して生活できるように、関連サービスの充実を図ります。 

 

現状 

発達障害が広く認知されてきていることに伴い、こども発達相談センターにおける相談件

数は、コロナ禍の影響で一時的に減少しましたが、令和２年度から令和４年度にかけて年々

増加し、高い水準で推移しています。同センターでは、心理発達相談員や言語聴覚士等の専

門職が連携して支援できるようにするなど、相談支援体制の充実を図っています。また、幼

稚園・保育所などへの巡回相談も実施し、こどもが適切に集団生活を送ることができるよう

支援を行っています。 

児童発達支援・放課後等デイサービス等の受給者数は増加傾向となっています。令和６年

度（２０２４年度）からは、児童発達支援センターを障害のあるこどもの健全な発達におけ

る中核的支援機関に位置づけ、市内事業所間の連携会議や研修の開催等を通じて、地域支援

体制の整備を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

《こども発達相談センター相談件数》 
《児童発達支援・放課後等デイサービス  

利用日数と受給者数》 

 （人） （人）

74,926 
86,508 

104,371 109,287 

158,823 
178,793 

206,469 215,708 824 

971 

1,099 
1,138 

1,227

1,364

1,516
1,668

0

200
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600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

利用日数

児童発達支援
利用日数

放課後等デイサービス

受給者数

児童発達支援

受給者数

放課後等デイサービス

　　（件）

8,530

9,629

9,973
9,684

9,477

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

こども発達相談センター 相談件数
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課題 

 初回の面接後に引き続き担当の専門職が行う継続相談では相談間隔が空き、保護者の希

望に応えられない場合も出てきています。 

 令和６年（２０２４年）４月から、事業者に対し、障害特性や状況に応じた合理的配慮

の提供が義務付けられたことにより、特別な配慮を要するこどもを受け入れる体制の整

備の一環として、巡回相談の充実が必要です。 

 支援が必要なこどもについては、そのこどもに関わる教育、児童福祉の関係機関が連携

し、一貫した支援を行うことが望ましいですが、コロナ禍によって、対面での会議など

事業所間の連携の機会が減少していました。今後、地域における障害児支援の質の向上

や、発達が気になるこどもやその家族への支援体制強化を図る必要があります。 

 

主な取り組み 

 

 発達に関する相談体制の充実 

【概要】 

こども発達相談センターでは相談支援体制の強化と業務の効率化、改修等による施設

の機能強化及び環境改善を図るとともに、継続相談の間隔の短縮に努めます。また、合

理的配慮義務化によりこれまで以上に民間事業者も発達支援児を受け入れていくこと

から巡回相談の充実を図ります。 

 

【事業】 

・ 発達相談 

・ 保育所等への巡回相談 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

巡回相談の実施回数 169回 
（Ｒ5年度） ↑ 

巡回相談を⾏う専門職の増員
を図り、巡回回数を増やす等に
よる相談の充実を図ります。 
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 障害児支援の提供体制の充実 

【概要】 

児童発達支援センターを中核的な支援機関として重層的な支援体制の整備を図りま

す。また、重症心身障害児や医療的ケア児が身近な地域にある通所支援等を受けられる

よう、利用者ニーズの把握に努め、地域全体の障害児支援体制の充実に取り組みます。 

【事業】 

・ 発達状況や障害種別に応じた専門的な支援 

・ 児童発達支援センターに対する補助 

・ 医療的ケア児等コーディネーターの配置 

・ 船橋市慢性疾病児童等地域支援協議会 

 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

医療的ケア児等コーディネーターの配置数 6⼈ 
(R6.3) ↑ 

地域の実情等を考慮した配置
を⾏い、⽀援体制の充実を図り
ます。 

 

 

 特別な配慮を要するこどもへの一貫した支援 

【概要】 

入学や進学、卒業、その後の自立等、ライフステージの移行により、支援者が変わっ

て支援が途切れてしまわないよう、母子保健部門や教育委員会等と連携して相談体制や

情報共有のあり方を検討し、切れ目のない支援を提供します。 

 

【事業】 

・ 一貫した支援に向けた相談体制や情報連携 

・ ライフサポートファイルの作成 
 

【参考指標】 

指標 今後の取り組み 

⼀貫した⽀援に向けた相談体制や 
情報連携 

⼊学や進学、卒業、その後の⾃⽴等の移⾏期においても途
切れることなく⼀貫した適切な⽀援を提供できるよう、関係機
関と連携します。 
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関連する取り組み 

◆ 障害児等の教育・保育環境の充実 

・ 保育所等職員に対する研修 

・ 放課後ルーム支援員に対する研修 

・ 障害児等の受け入れ・指導をしている幼稚園等に対する補助 

・ 教育・保育施設等の利用支援 

・ 船橋市特別支援連携協議会の開催 

・ 就学相談・教育相談 

・ 就学相談会 

◆ 障害児在宅支援の充実 

・ 障害児を対象とした一時預かり事業 

・ 地域生活支援サービス事業 

・ 障害児等療育支援事業 

・ 障害者（児）総合相談支援事業 

・ 特別児童扶養手当 

・ 障害児福祉手当、心身障害児福祉手当 

◆ 心のバリアフリーの推進 

・ 発達障害の理解啓発を図るための講演会・研修会 
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基本施策 

４ 
母子保健の充実 

出産や育児の不安を抱える家庭が、安心してこどもを産み育て、こどもを健やかに育てる

ことができるよう、妊娠・出産期から子育て期に至るまで切れ目ない支援を行います。 

 

現状 

妊娠期において、重要な健康診査である妊婦健康診査は母体や胎児の異常の早期発見・早

期治療を図る上で大切な健康診査であるため、健康診査にかかる費用の一部助成を行ってい

ます。また、妊娠届出時の母子健康手帳の交付と併せて、保健師等が全ての妊婦と面談を行

い、各種支援サービス情報等に関する妊娠・出産支援プランを作成する等の従来からの伴走

型相談支援の充実をより図るため、令和５年（２０２３年）２月より妊娠届出を行った妊婦

等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済

的支援を一体的に実施しています。 

保健師等が原則生後６０日までの乳児がいる家庭を訪問する乳児家庭全戸訪問事業（こん

にちは赤ちゃん事業）を実施し、親子の心身の状況や養育環境の把握を行い、不安や悩みの

相談を受け、養育に関する助言を行うとともに、支援が必要な家庭には適切なサービスにつ

なげることで、安心して子育てができるよう育児支援を行っています。 

こどものむし歯の有無では、困窮層において、こどものむし歯が「ある」、又は、「あった

経験がある」割合が高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

《乳児家庭全⼾訪問事業 
（こんにちは赤ちゃん事業）の実績》 《妊婦健康診査事業の実績》 

　（人）

4,731 

4,473 

4,512 

4,351 
4,286 

4,546 

4,389 4,399 

4,267 

4,119 

96.1%

98.1%

97.5%

98.1%

96.1%

95.0%

95.5%

96.0%

96.5%

97.0%

97.5%

98.0%

98.5%

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

受診票交付数 初回の受診票利用者数 受診率

　　（人）

4,485 

4,366 

4,145 4,123 

3,921 

4,504 

4,349 

4,146 

4,086 

4,010 

100.4%

99.6%

100.0%
99.1%

102.3%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

102.0%

104.0%

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

出生数 訪問人数 訪問率
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《むし⻭の有無》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

課題 

 出産や育児に伴う不安や負担は、産後うつや児童虐待に繋がる可能性があります。早期

に発見し支援に繋ぐためにも、妊娠期や産後間もない時期の健康診査の費用助成によっ

て、積極的に受診を勧奨していく必要があります。 

 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）は、保健師等が直接親子に面談する

ことで、心身の状況や養育環境を把握することができます。しかし、里帰り出産や長期

入院等の場合は、出産後、面談までに時間がかかる場合や、直接面談ができないケース

も生じることがあります。支援が必要な親子について、里帰り先の自治体及び医療機関

等と情報共有や連携する体制を整備する必要があります。 

 困窮層ほどむし歯になった経験が多いという健康の格差が認められます。 

主な取り組み 

 妊産婦の健康診査の推進 

【概要】 

妊婦健康診査の受診にかかる費用を助成し受診促進を図るとともに、必要に応じ医学

的検査や保健指導を実施します。 

また、妊婦歯科健康診査の実施や、出産後の切れ目ない支援のため、産後おおむね２

週間とおおむね１か月の時期に行われる産婦健康診査の費用を助成することにより、妊

産婦の健康の保持増進と安心・安全な出産ができるよう支援します。 

 

【事業】 

・ 妊婦健康診査 

・ 妊婦歯科健康診査 

・ 産婦健康診査  

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）

7.3

3.1

1.3

5.1

2.8

3.0

21.8

16.9

18.6

54.2 

69.7 

71.2 

11.3

7.3

5.6

0.4 

0.3 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある（未治療） ある（治療中） あった（治療済） ない わからない 無回答



基本施策４ 母子保健の充実 

54 

第
４
章 

施
策
の
展
開 

 

 

第
５
章 

 

資
料
編 

 

第
２
章 

 

第
３
章 

 

第
４
章 

 

第
１
章 

 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

妊婦健康診査 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等128ページ参照） 

 

 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の推進 

【概要】 

妊娠届出時の保健師等による妊婦全数面談や、妊産婦、乳幼児の各種健康診査、乳児

家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）等により、支援の必要な妊産婦の情報を

把握し、妊婦訪問指導等、個々の状況に応じた継続支援を実施します。 

また、関係機関と連携した対応や、情報共有によって、妊娠期から子育て期にわたる

切れ目ない支援を更に推進します。 

 

【事業】 

・ 妊娠届出時の保健師等による妊婦全数面談 

・ 妊婦訪問指導等 

・ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

・ 産後ケア事業 

・ 家事・育児支援サービス事業 

・ １歳６か月児健康診査事後フォロー教室 

・ 利用者支援事業（こども家庭センター型） 

・ 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業 

・ 助産事業 

・ 低所得の妊婦に対する初回産科受診料の助成 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

乳児家庭全⼾訪問事業 
（こんにちは⾚ちゃん事業） 

地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等114ページ参照） 

利⽤者⽀援事業 
（こども家庭センター型） 

地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等106〜107ページ参照） 

産後ケア事業の提供体制の整備 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等131ページ参照） 

妊婦等包括相談⽀援事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等131ページ参照）   
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関連する取り組み 

◆ 乳幼児等の健康診査等の推進 

・ 乳幼児健康診査 

・ 各種予防接種事業 

◆ 母子健康相談の充実 

・ 各保健センターでの窓口相談 

・ ４か月児健康相談 

・ 地区健康相談 

・ 不妊・不育専門相談 

◆ 母子健康教育の推進 

・ パパ・ママ教室 

・ 健康講座、地区健康教育 

◆ 食育の推進 

・ 保健センター、児童ホーム、子育て支援センターにおける食育講座（離乳食（３回食）

と歯みがきの教室） 

・ 保育所等における「食を楽しむ」環境づくり、食の体験 

◆ 歯科保健の推進  

・ 乳幼児歯科保健指導、歯科健康診査 

・ ２歳６か月児歯科健康診査（フッ化物塗布） 

・ 小学校におけるフッ化物洗口事業 

 

◆ 施設の環境改善等の推進  

・ 各種母子保健事業等で利用する施設について妊婦や親子が利用しやすい環境改善の実

施  
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基本施策 

５ 
親子のふれあいの場づくり 

子育て関連施設や、こどもの遊ぶ公園などは、親子のふれあいの場になっています。 

子育て中の親子が気軽に集え、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる拠点の充実を

図るとともに、地域の子育ての支援を推進します。 

 

現状 

保護者が子育てをする上で感じることに関する設問の中で、「こどもがいると家庭が明る

くなる」について、「よく感じる」と「時々感じる」とを合わせた割合は約９８．７％となっ

ており、親子のふれあいが子育てのやすらぎにつながることがうかがえます。 

 

《「こどもがいると家庭が明るくなる」（就学前児童保護者）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

地域子育て支援拠点として、子育て支援センター（２か所）及び児童ホーム（２１か所）

を設置し親子で遊ぶことのできる場を提供するとともに、保護者同士の交流機会の提供を行

っています。   

よく感じる

88.5％

時々感じる

10.2%

あまり感じない

0.5%

全く感じない

0.1%

無回答

0.6%

n= 2,743
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《こどもと一緒に遊ぶ》              《過去一か月間で神経過敏に感じた》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査   

《子育て支援事業の利用状況・希望 
（就学前児童保護者）》 

《お子さんに読み聞かせ（読書をすすめる） 
をしている》 

89.3 

88.8 

46.5 

62.9 

9.8 

29.1 

24.5 

46.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育て支援センター

児童ホーム

知っている 利用したことがある

現在利用している 今後利用したい

n=2,743

一般層（n=4,334）

周辺層（n=687）

困窮層（n=275） 30.5

36.8

42.4

28.7

32.2

33.3

26.9

19.2

15.4

13.5 

11.6 

8.4 

0.4 

0.1 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない

無回答

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）

36.7

46.4

52.8

34.5

31.3

29.0

20.4

15.1

11.6

8.4 

6.8 

6.1 

0.3 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる どちらかといえば、あてはまる

どちらかといえば、あてはまらない あてはまらない

無回答

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）

8.4

5.4

2.2

8.7

8.7

5.6

34.9

25.6

21.0

21.1 

21.7 

22.1 

26.9

38.4

48.5

0.1 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも たいてい ときどき

少しだけ まったくない 無回答
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課題 

 就学前児童保護者について、子育て支援センター、児童ホームともに約９割の方が知っ

ていると回答していますが、利用状況については、子育て支援センターが５割弱、児童

ホームが６割と認知度よりも下回る利用状況となっています。また、母子健康手帳交付

者に対するアンケートによると、妊娠期に子育て支援センター及び児童ホームの存在自

体を知らない世帯も多い状況にあります。 

 困窮層では、親子のかかわりを持つことが少ない傾向にあり、保護者の心理的ストレス

も高い傾向にあります。 

主な取り組み 

 

 地域子育て支援拠点機能の充実 

【概要】 

地域子育て支援拠点（子育て支援センター、児童ホーム等）を広く市民に周知し、活

用してもらえるよう積極的な広報・啓発活動に努めます。 

また、計画的な改修等による施設の機能強化及び環境改善を検討していきます。 

 

【事業】 

・ 地域子育て支援拠点事業 

 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

地域⼦育て⽀援拠点事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等116〜117ページ参照） 

関連する取り組み 

◆ 親子のかかわり促進のための支援 

・ 保育所等における地域子育て支援事業（園庭開放、育児講座、育児相談） 

・ 子育てサロン 

・ ブックスタート事業 

・ 家庭訪問指導 

・ 就学時健診時における子育て学習事業 

・ 家庭教育相談事業 

・ 家庭教育セミナー 

・ 公園等整備事業（遊具の設置・更新、園路等のバリアフリー化、トイレの洋式化等） 

  



基本施策５ 親子のふれあいの場づくり 

59 

 

第
４
章 

施
策
の
展
開 

 

第
５
章 

 

資
料
編 

 

第
２
章 

 

第
３
章 

 

第
４
章 

 

第
１
章 

  

 

コ ラ ム 保護者の声 

令和 6 年（2024 年）3 月に保護者の皆様へインタビューを実施しましたので、主な意見

を紹介します。 

自宅近くの施設が一番利用しやすい。特に施設にこだわ

るというより、利便性を重視する。 

施設を選ぶときに重視したのは、教育面、家からの距

離、給食の回数、見学した際の印象。 

子育て支援センターや児童館が多く、バスや電車で行ける

範囲にあるのでよい。職員も優しく声をかけてくれる。 

子育て支援センターでは、専門職にすぐ相談・解決すること

ができ、助かる。（離乳食のことを栄養士に相談するなど） 

子育てサロンのような親子が集えるイベントがあるのでありがた

い。このような場がなければ知り合えなかったママ友もできた。 

公園が多い。また、遊具も新しくなった。 

船橋市の子育て環境について 

今後利用したい子育て関連施設について 
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基本施策 

６ 

多様な子育て支援 

サービスの充実 

保護者の子育ての負担を軽減するため、延長保育、一時預かり、病児保育、乳児等通園支

援事業（こども誰でも通園制度）等の多様な子育て支援サービスや、子育ての相談体制、様々

な媒体を通じた情報提供等の充実を図り、保護者が安心して子育てができる環境を整備しま

す。 

 

現状 

こどもの病気や保護者の用事のときなどの緊急時に頼れる人がいないと感じる割合が一

定程度あり、一時預かりなどの子育て支援サービスを利用している割合は低いものの、利用

を希望する割合は依然として高い傾向にあります。 

市では、多様な子育て支援のニーズに対応するため、延長保育、休日保育、一時預かり、

病児保育等、多様な子育て支援サービスを充実させることにより、保護者が安心して子育て

ができる環境を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

《こどもの病気やご自身の用事のときなどの緊急時に
こどもをみてもらえる人》 

58.5 

6.9 

2.2 

0.4 

0.0 

0.4 

1.5 

1.1 

0.4 

33.1 

4.7 

0.0 

76.4 

8.0 

3.8 

2.9 

0.3 

0.1 

1.0 

0.1 

1.2 

18.3 

1.9 

0.4 

82.8 

9.7 

3.4 

2.8 

0.3 

0.1 

1.0 

0.0 

1.1 

11.4 

2.4 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、学校等の先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や医療・福祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことでは人に頼らない

無回答

困窮層（n=275） 周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）
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資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

《一時預かりなどの利用希望》 

《一時預かりなどの利用状況》 

4.8 

10.1 

1.1 

0.2 

0.9 

0.4 

81.3 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

子育て短期支援事業

（夜間養護・休日預かり）

居宅訪問型保育

（ベビーシッター）

その他

利用していない

無回答

就学前保護者（n=2,743）

（前回調査）就学前保護者
（n=3,229）

就学前保護者（n=2,743） 47.7

53.3

51.6

42.6

0.7 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したい 利用する必要はない 無回答
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子育ての情報源として、家族や友人などの身近な人のほか、インターネット・ＳＮＳの割

合が高くなっている中で、地域の遊び場や不安・悩みを相談できる場所としての役割を担う

地域子育て支援拠点（子育て支援センター、児童ホーム）や、子育て世代包括支援センター

（こども家庭センターに移行後はこども家庭センター）のほか、保健センター、総合教育セ

ンター等に相談窓口を設置しています。 

困窮層においては、その他の層に比べて子育てに関する相談相手が身近にいないと答える

割合が高い傾向にあります。 

また、子育て情報誌「ふなばし子育てナビゲーション」、子育て支援情報メール配信サービ

ス「ふなっ子メール」、子育て応援・情報サイト「ふなっこナビ」、子育て応援・情報アプリ

「ふなっこアプリ」など、多様な媒体による情報提供を行っており、それぞれ一定のニーズ

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査   

《子育てに関する相談先》 《子育てや教育の情報源》 

68.5 

71.6 

22.4 

61.5 

19.6 

0.4 

5.6 

16.9 

27.9 

71.4 

2.9 

0.4 

0.2 

56.6 

77.0 

25.1 

46.5 

6.2 

0.2 

3.6 

21.4 

31.9 

60.5 

1.7 

1.4 

0.1 

52.9 

67.9 

14.2 

37.2 

1.9 

0.2 

3.7 

18.3 

33.1 

61.2 

6.2 

1.0 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

近所の人

幼稚園、保育園、

学校等の先生

児童ホーム・

子育て支援センター

民生委員・児童委員

相談・支援機関や

医療・福祉の人

市の広報・HP・

パンフレット・メール・アプリ

テレビ・新聞・雑誌などの

マスメディア

インターネット・SNS

その他

情報源がない/

情報の入手手段がわからない

無回答

就学前保護者（n=2,693） 小学生保護者（n=1,350）

中高生保護者（n=1,074）

89.7 

62.0 

45.1 

11.3 

17.2 

0.5 

9.6 

20.0 

0.7 

1.0 

0.4 

0.5 

86.1 

67.6 

31.2 

12.7 

19.5 

0.2 

5.8 

16.3 

1.2 

0.9 

0.5 

0.5 

82.3 

61.8 

20.9 

7.3 

18.6 

0.1 

4.7 

11.3 

0.9 

1.7 

2.4 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族・親族

友人・知人

幼稚園、保育園、

学校等の先生

近所の人

職場の人

民生委員・児童委員

相談・支援機関や

医療・福祉の人

インターネット・SNS

その他

頼れる人がいない

そのことで人には頼らない

無回答

就学前保護者（n=2,693） 小学生保護者（n=1,350）

中高生保護者（n=1,074）
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資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

 

課題 

 就労や日常生活上の突発的な事情、こどもの病気などで集団保育ができないなど、多様

な事情による保護者の育児の負担や育児疲れ等による心理的・身体的負担を軽減するた

めの支援が必要です。 

 実施事業の内容や利用上の手続き等の周知を行い、保護者が事業を活用しやすくする必

要があります。 

 インターネット・ＳＮＳの普及により、多くの情報が得られるようになりましたが、一

方で情報過多となることもあり、偏った情報により不安が増したり、知るべき情報を見

つけにくくなったりする場合があります。 

 様々な媒体で情報提供を行っていますが、閲覧者数・利用者数を増やす方法や、日本語

を母国語としない方への配慮など、より効果的な周知方法の検討が必要です。また、保

護者が抱える様々な問題に対し、適切な支援を行う必要があります。 

 相談業務は、職員個人の知識と経験値に頼るところが大きいため、今後、より包括的な

支援を行う際の子育て支援コーディネーター等の役割と力量が求められます。 

  

《子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できる相手が身近にいない》 

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）

12.7

8.9

4.4

25.8

18.6

13.3

34.9

35.8

37.7

26.2 

36.0 

44.2 

0.4 

0.7 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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 主な取り組み 

 

 多様な子育て支援サービスの充実 

【概要】 

多様な子育て支援サービスの充実を図り、安心して子育てができる環境を整備します。 

 

【事業】 

・ 延長保育事業 

・ 一時預かり事業 

・ ファミリー・サポート・センター事業 

・ 子育て短期支援事業 

・ 病児保育事業 

・ 休日保育事業 

・ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

延⻑保育事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等108〜109ページ参照） 

⼀時預かり事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等118〜123ページ参照） 

ファミリー・サポート・センター事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等127ページ参照） 

⼦育て短期⽀援事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等113ページ参照） 

病児保育事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等124〜126ページ参照） 

乳児等通園⽀援事業（こども誰でも通
園制度） 

地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等132ページ参照） 
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 利用者支援事業の充実 

【概要】 

子育て支援センターと地域子育て支援課窓口では、保育士等の資格を持つ職員（子育

て支援コーディネーター）が、子育て世帯の不安・悩みの相談や子育てのアドバイス、

情報提供を行い、必要に応じ専門機関へ紹介するとともに、自宅等への訪問にも応じま

す。 

また、保育入園課窓口に保育コンシェルジュを配置し、保育所、認定こども園、幼稚

園などの情報提供や利用に向けての支援、相談等を行います。 

このほか、児童ホームなどの既存施設を活用し、全ての子育て世帯やこどもが身近に

相談することができる、地域子育て相談機関の実施を推進します。 

 

【事業】 

・ 利用者支援事業（基本型：子育て支援コーディネーター） 

・ 利用者支援事業（地域子育て相談機関） 

・ 利用者支援事業（特定型：保育コンシェルジュ） 

 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

利⽤者⽀援事業（基本型） 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等106〜107ページ参照） 

利⽤者⽀援事業 
（地域⼦育て相談機関） 

地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等106〜107ページ参照） 

利⽤者⽀援事業（特定型） 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等106〜107ページ参照） 

 

 相談体制の整備・充実 

【概要】 

悩みごと、困りごとを抱えるこどもや家庭を必要な支援につなげるため、ホームペー

ジやアプリを活用し、情報提供・相談体制を強化します。また、家庭の状況にあった情

報交換の場の提供を行います。 

 

【事業】 

・ こども家庭センター設置による相談体制の強化及び環境改善 

・ 教育相談 

・ 民生委員・児童委員による相談支援 

・ ＳＮＳ相談＠船橋 

・ 青少年の問題行動に関する相談 

・ 帰国・外国人児童生徒の教育に関する相談 
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【参考指標】 

指標 今後の取り組み 
こども家庭センター設置による相談体制の
強化 

家庭に関する不安等の解消のほか、適切な⽀援につなげるた
めの相談体制の強化を図ります。 

 

関連する取り組み 

◆ 情報誌やホームページによる情報提供 

・ ふなばし子育てナビゲーション（子育て情報誌） 

・ ふなっこナビ（子育て応援・情報サイト） 

・ ふなっ子メール（子育て支援情報メール配信サービス） 

・ ふなっこアプリ（子育て応援・情報アプリ） 

◆ 育児相談の充実 

・ 子育て支援センターでの子育て支援コーディネーター、小児科医による相談 

・ 児童ホームでの保育士等による相談 
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基本施策 

７ 

ひとり親家庭等の 

自立支援の推進 

ひとり親家庭等の多くは、子育てと生計の確保という２つの役割を一人で担っており、

子育ての悩み、生活や就学費用、住まい、就業等、多くの課題を抱えています。 

ひとり親家庭等の支援に関しては、「第１次～第４次船橋市ひとり親家庭等自立促進計画」

から継承した５つの重点施策を設定し、各施策の推進を図ります。 

１ 相談機能の強化・情報提供の充実 

２ 子育て・生活支援の充実 

３ 就業支援の強化 

４ 養育費確保等の推進 

５ 経済的支援の推進 

 

現状 

ひとり親家庭は一般世帯と比較し、困窮層及び周辺層の割合が高い傾向にあります。 

ひとり親家庭は一般世帯と比較し、悩みや困りごとが多岐にわたっている傾向にあります。 

また、ひとり親家庭は手取り収入の少ない世帯が多く、生活のための経済的支援を必要と

している世帯の割合が多くなっています。また、就労していない理由では、こどもの世話を

してくれる人がいない他、病気や障害などが挙げられます。 

養育費については、４割以上の世帯で「受けたことがない」状況であり、また親子交流に

ついては、「親子交流を行ったことがない」世帯の割合も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ひとり親保護者とは、ひとり親手当（児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費・遺児手当）の認定を受けている保護者を指す。 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

《生活困難度指標に基づく分類の割合》 

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

小学生保護者（n=1,350）　 

中高生保護者（n=1,074）　 

ひとり親全体（n=1,139）　 

　全体（n=6,256）

 一般全体（n=5,117）　 

就学前保護者（n=2,693）　 

9.0

4.4

4.2

4.8

4.3

30.0

41.4

28.1

28.0

15.4

12.5

13.5

11.1

11.7

28.3

26.4

29.4

28.0

75.6

83.1

82.3

84.1

84.0

41.7

32.2

42.5

44.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

困窮層 周辺層 一般層
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《お子さんに関して悩んでいること・困っていること》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

《児童扶養手当の認定を受けている世帯及び受
給している世帯（船橋市）》 

31.0 

34.5 

3.4 

3.4 

17.8 

32.8 

2.9 

13.8 

8.6 

26.4 

1.7 

34.5 

48.6 

5.1 

7.4 

16.4 

17.6 

8.4 

7.9 

7.7 

21.7 

1.5 

14.0 

59.1 

9.6 

4.7 

15.9 

15.2 

7.2 

5.6 

6.5 

23.8 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

マナー・言葉づかい

教育・進学

就職

非行・交友関係

健康

食事・栄養

身だしなみ

障害

その他

特に悩みはない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174） 小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

一般 ひとり親 

（各年４月１日現在）

　　　（世帯）

3,341 3,316 

3,164 
3,074 

2,689 2,662 
2,502 

2,400 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

児童扶養手当の認定を受けている世帯

児童扶養手当を受給している世帯

24.7 

25.5 

0.8 

3.5 

14.5 

30.4 

2.6 

4.3 

6.8 

36.2 

1.1 

33.2 

42.4 

1.5 

7.0 

13.0 

16.4 

8.1 

4.8 

6.1 

28.8 

1.0 

16.1 

59.3 

5.3 

4.5 

13.5 

11.1 

5.9 

3.7 

4.6 

27.6 

1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

マナー・言葉づかい

教育・進学

就職

非行・交友関係

健康

食事・栄養

身だしなみ

障害

その他

特に悩みはない

無回答

就学前保護者（n=2,693） 小学生保護者（n=1,350）

中高生保護者（n=1,074）
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《その他の悩みなど》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

一般 ひとり親 

11.3 

25.0 

33.0 

11.7 

15.1 

10.6 

3.6 

36.8 

5.9 

7.7 

18.6 

30.4 

9.6 

17.0 

13.8 

2.7 

37.3 

7.2 

7.6 

17.8 

36.0 

6.1 

23.0 

20.0 

2.5 

30.7 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

住居

仕事

家計

家事

自分の健康

親族の健康・

介護、介助

その他

特にない

無回答

就学前保護者（n=2,693） 小学生保護者（n=1,350）

中高生保護者（n=1,074）

24.1 

40.8 

60.3 

18.4 

32.2 

15.5 

3.4 

17.2 

7.5 

24.3 

39.6 

53.7 

16.4 

30.7 

14.8 

4.1 

18.7 

5.1 

25.5 

28.5 

55.6 

12.1 

31.8 

16.4 

3.0 

18.9 

6.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

住居

仕事

家計

家事

自分の健康

親族の健康・

介護、介助

その他

特にない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174） 小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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《昨年１年間の手取り年収》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

一般 ひとり親 

1.0 

0.3 

0.4 

0.5 

0.3 

0.3 

0.6 

0.7 

2.6 

4.0 

6.1 

5.3 

8.3 

16.7 

15.5 

12.2 

9.0 

14.3 

1.9 

0.9 

0.3 

0.5 

0.4 

0.4 

0.1 

0.2 

0.7 

1.3 

2.7 

3.3 

4.6 

7.0 

16.4 

14.2 

14.4 

10.2 

20.7 

1.8 

0.4 

0.2 

0.7 

0.4 

0.4 

0.1 

0.7 

1.0 

1.2 

2.3 

2.6 

3.4 

7.6 

10.6 

12.9 

13.9 

11.0 

28.2 

2.4 

0% 10% 20% 30%

50万円未満

50～75万円未満

75～100万円未満

100～127万円未満

127～150万円未満

150～176万円未満

176～200万円未満

200～225万円未満

225～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900万円以上

無回答

就学前保護者（n=2,693） 小学生保護者（n=1,350）

中高生保護者（n=1,074）

11.5 

5.2 

6.3 

9.2 

4.6 

6.3 

11.5 

8.0 

14.9 

5.7 

2.9 

2.9 

2.3 

2.3 

1.1 

1.1 

0.6 

0.0 

3.4 

7.2 

2.0 

7.4 

11.5 

9.7 

3.6 

6.4 

8.2 

17.1 

7.7 

5.9 

2.8 

1.5 

2.6 

1.3 

0.5 

0.3 

0.3 

4.1 

6.8 

3.0 

4.9 

6.5 

5.9 

3.8 

9.6 

10.7 

17.3 

10.7 

6.1 

4.0 

2.8 

2.8 

0.9 

0.3 

0.2 

0.3 

3.3 

0% 10% 20% 30%

50万円未満

50～75万円未満

75～100万円未満

100～127万円未満

127～150万円未満

150～176万円未満

176～200万円未満

200～225万円未満

225～300万円未満

300～350万円未満

350～400万円未満

400～450万円未満

450～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900万円以上

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174） 小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）
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《現在必要としている支援》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

37.4 

20.1 

21.3 

2.9 

13.2 

19.5 

58.0 

35.1 

22.4 

20.7 

17.8 

27.0 

13.2 

22.4 

18.4 

2.9 

8.6 

0.6 

28.1 

14.3 

13.8 

1.5 

6.9 

11.0 

46.3 

24.3 

10.0 

15.3 

16.9 

32.5 

12.8 

24.0 

23.3 

3.3 

17.1 

1.5 

25.5 

12.1 

8.6 

1.9 

6.3 

12.9 

47.6 

10.0 

6.5 

17.7 

23.8 

46.3 

10.8 

14.7 

14.3 

2.3 

17.5 

1.0 

31.1 

15.4 

15.6 

2.7 

10.9 

17.6 

19.4 

8.2 

19.0 

23.8 

58.0 

16.1 

4.2 

8.6 

4.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

様々な行政サービスの申請や

相談を一つの場所で行える窓口

子どもや生活などの悩みごとの相談窓口

同じような悩みを持った人同士が

知り合える場所や集まり

民生委員・児童委員など

地域の人から見守りや声掛け

離婚や養育費についての専門的な相談窓口

住宅を探すための情報や相談窓口

生活のための経済的な支援（支援金の支給等）

病気や出産、事故などの事情があったときに

一時的に子どもを預けられる場所

家事や自宅での育児に対する

ヘルパー派遣サービス

一時的に必要となる資金の貸付

子どもの教育・進学に関する相談窓口

子どもの就学・進学に係る給付型の奨学金等

自身の就職・転職のための情報や相談窓口

フードバンクなどの食料の提供

制服バンクなどの物資の提供

その他

特にない

無回答

就学前ひとり親保護者（n=174） 小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572） （前回調査）ひとり親保護者（n=1,263）
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（前回調査）ひとり親保護者
　　　　 （n=1,240）

就学前ひとり親保護者
　　　（n=158）

小学生ひとり親保護者
　　　（n=332）

中高生ひとり親保護者
　　　（n=497）

34.8

43.4

35.8

33.5

17.7

11.1

14.3

14.0

46.8

44.6

48.3

51.2

0.6 

0.9 

1.6 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

現在も受けている

受けていたことがあるが現在は受けていない

受けたことがない

無回答

小学生ひとり親保護者
　　　（n=332）

中高生ひとり親保護者
　　　（n=497）

（前回調査）ひとり親保護者
　　　　 （n=1,240）

就学前ひとり親保護者
　　　（n=158）

38.0

36.4

34.2

32.4

17.7

19.9

24.7

23.2

43.7

42.5

39.2

39.8

0.6 

1.2 

1.8 

4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

現在、親子交流を行っている

過去に親子交流を行ったことがあるが、現在は行っていない

親子交流を行ったことがない

無回答

《働いていない（働けない）理由》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

《親子交流の実施状況》 《養育費の受給状況》 

11.1 

3.7 

14.8 

25.9 

3.7 

14.8 

59.3 

3.7 

25.9 

29.6 

3.7 

7.4 

17.9 

10.7 

10.7 

25.0 

17.9 

17.9 

21.4 

7.1 

46.4 

32.1 

17.9 

7.1 

6.6 

4.9 

14.8 

21.3 

14.8 

14.8 

8.2 

54.1 

19.7 

14.8 

6.6 

17.5 

7.5 

25.0 

50.0 

12.5 

12.5 

20.0 

22.5 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

就職活動をしているが採用されないため

仕事の探し方がわからないため

収入について条件の合う仕事がないため

時間についての条件の合う仕事がないため

年齢的に条件の合う仕事がないため

仕事に必要な専門知識や資格がないため

子どもの世話をしてくれる人がいないため

家族の介護・介助のため

病気（病弱）や障害のため

子育てを優先したいため

その他

無回答

就学前ひとり親保護者（n=27） 小学生ひとり親保護者（n=28）

中高生ひとり親保護者（n=61） （前回調査）ひとり親保護者（n=1,445）
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課題 

 ひとり親家庭等の抱える課題が育児、就労、経済面など幅広いことから、きめ細かく対

応する必要があります。これらに適切に対応できる母子・父子自立支援員の資質向上を

はじめとする、ひとり親家庭等や離婚前で支援が必要な方への相談機能の強化と充実が

求められます。 

 就労、家事、子育てを一人で担うこととなるひとり親家庭の負担の軽減につながるよう、

多様な保育サービス、家事援助等及び住宅確保のための支援を引き続き提供する必要が

あります。 

 ひとり親家庭等の父及び母のビジネススキルの向上や、より条件の合う仕事への就職、

転職、安定した収入を得られる就業につなげる支援をしていく必要があります。また、

就業促進につながる知識や技能の習得について、今後もニーズを把握し、事業内容や周

知方法について検討する必要があります。 

 養育費の取り決めや受け取りをしている割合、並びに親子交流の取り決めや実施をして

いる割合が低い現状にあります。 

 現在の民法では、離婚後の親権は、父又は母のどちらか一方を指定するという「単独親

権」に限られていますが、「単独親権」に加えて父母の双方を親権者と定める「共同親権」

も選択できる「民法等の一部を改正する法律」が令和６年（２０２４年）５月に公布さ

れ、公布から２年以内に施行される予定です。国は施行に向けて、関係する府省庁の連

絡会議を設け、具体的な体制整備などを検討しています。「共同親権」にかかる国の動向

を踏まえ、必要とされる支援を検討していきます。 

 ひとり親家庭においては、手取り収入が少ない割合が多く、生活の安定、向上及び福祉

の増進に資するための経済的支援が求められます。 

 ひとり親家庭等の自立を図るため、また、離婚前で支援が必要な方へ多様な支援制度等

の情報が行き渡るよう、的確な情報提供及び周知を行う必要があります。 
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 主な取り組み 

 

 相談機能の強化・情報提供の充実 

【概要】 

ひとり親家庭等に対する支援策について、母子・父子自立支援員による情報提供やリ

ーフレットの配布等による周知を推進するとともに、相談に応じる母子・父子自立支援

員の資質向上を図ります。 

 

【事業】 

・ 母子・父子自立支援員による相談 

・ リーフレットの作成、配布 

・ ＳＮＳでの情報の周知 

・ 母子・父子福祉センターの改修及び環境改善 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

⺟⼦・⽗⼦⾃⽴⽀援員による相談数 8,113回 
（R5年度） － 

各種研修会等に参加するなど、
⺟⼦・⽗⼦⾃⽴⽀援員の資質
向上に努め、相談者が悩み事
を解消できるよう他機関とも連
携し、相談⽀援の充実を図りま
す。 

 

【その他の関連する施策】 

・ 法律や生活に関する相談 

・ 生活困窮者家計改善支援事業 

 

 

 子育て・生活支援の充実 

【概要】 

教育・保育施設等の利用支援、中学生などを対象とした学習支援やホームヘルプサー

ビスの実施等の子育て・生活支援を推進します。 
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【事業】 

・ 教育・保育施設等の利用支援（保育所等の入所時における利用調整の配慮） 

・ 放課後ルームへの入所の推進（放課後ルームの入所時における利用調整の配慮） 

・ 子育て短期支援事業の実施（利用料の減免）（基本施策８参照） 

・ 学習支援事業、高校生キャリア支援事業（基本施策２参照） 

・ 母子生活支援施設の機能強化及び環境改善 

・ ファミリー・サポート・センター事業の利用料の減免（基本施策８参照） 

・ ホームヘルプサービスの推進 

・ 生活向上事業の開催（家計管理・育児等に関するセミナー、ひとり親家庭向けデイ

キャンプ（親子デイキャンプ）等） 

・ 市営住宅入居申込におけるひとり親の申込区分の設置 

・ 家賃債務保証支援事業（基本施策８参照） 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

ホームヘルパーの派遣件数 5件 
（R5年度） ↑ 

より使いやすいサービスとなるよ
う利⽤要件や⽀援内容を検
討します。 

⽣活向上事業の開催 
セミナー・情報交換会の参加者数 
デイキャンプの参加者数 

セミナー・情報交換
会︓28⼈ 

キャンプ︓23⼈ 
（R5年度） 

↑ 
対象者により多く参加してもら
えるよう、ニーズに合った事業
内容や周知⽅法を検討しま
す。 

市営住宅優先⼊居枠 
ひとり親家庭⼊居数 

優先枠8⼾ 
⼊居7世帯 
（R5年度） 

→ 
引き続き市営住宅の優先⼊
居枠を確保し、ひとり親家庭
の⼊居を⽀援します。 

家賃債務保証⽀援事業助成件数 
7件（内ひとり親家

庭2件） 
（R5年度） 

－ 
引き続き家賃債務保証料を
助成することで、⺠間賃貸住
宅への⼊居を⽀援します。 

 

【その他の関連する施策（基本施策６及び２参照）】 

    ・延長保育事業 

・一時預かり事業 

    ・病児保育事業 

    ・休日保育事業 

    ・スクールカウンセラー事業 

    ・スクールソーシャルワーカー事業   
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 就業支援の強化 

【概要】 

ひとり親家庭等の自立と生活の向上を図るため、就職支援講習会等の開催や資格取

得・技能習得の支援を行うなど、就業支援の充実を図ります。 

 

【事業】 

・ ひとり親家庭等就業・自立支援事業 

・ 自立支援教育訓練給付金事業 

・ 高等職業訓練促進給付金等事業 

・ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

・ 自立支援プログラム策定事業 

・ ハローワーク等との連携強化 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

パソコン技能習得講習や資格取
得講習、就職準備・離転職セミナ
ーの参加者数 

パソコン︓47⼈ 
資格取得講習︓17⼈ 

セミナー︓62⼈ 
（R5年度） 

↑ 
対象者により多く参加してもら
えるよう、ニーズに合った講習
内容や周知⽅法を検討しま
す。 

⾃⽴⽀援プログラム策定数・就職
者数 

策定数︓33⼈ 
就職者数︓31⼈ 

（R5年度） 
↑ 

事業を周知するとともに対象
者へのきめ細やかで継続的な
⽀援を⾏い、就業⽀援の充
実を図ります。 

 

【その他の関連する施策】 

・生活困窮者自立相談支援事業 

    ・生活困窮者住居確保給付金の支給（基本施策８参照） 

    ・生活困窮者就労準備支援事業 

    ・雇用に関する情報提供 

 

 

 養育費確保等の推進 

【概要】 

ひとり親家庭等や離婚を考える父母等が養育費や親子交流に関する情報を把握し、適

切に対応することができるよう、弁護士等による相談や啓発活動を推進するとともに、

養育費の取得や親子交流の実施につながるよう各種施策を実施します。   
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【事業】 

・ 養育費相談の推進（弁護士による相談） 

・ 養育費・親子交流セミナー 

・ 養育費確保のための同行支援 

・ 養育費に関する公正証書等作成費補助 

・ 裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）手数料補助 

・ 養育費保証料補助 

・ 親子交流支援事業利用補助 

・ 広報・啓発活動の推進 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

養育費に係る法律相談件数 61件 
（R5年度） － 必要な⽅が利⽤できるよう周知

に努めます。 

 

 

 経済的支援の推進 

【概要】 

経済的に困難な状況にいるひとり親家庭等に対して自立や生活の向上のための経済

的基盤づくりに寄与することを目的として、児童扶養手当の支給や母子父子寡婦福祉資

金貸付業務の推進、など経済的支援を実施します。 

【事業】 

・ 児童扶養手当 

・ 母子父子寡婦福祉資金貸付 

・ ひとり親家庭等医療費助成 

・ 遺児手当 

 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

児童扶養⼿当の受給世帯数 2,502世帯 
（R5.4.1） － 

新たにひとり親家庭になった⽅
や、制度改正により新たに対象
となる⽅も円滑に⼿続きができ
るよう周知に努めます。 

⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦貸付の貸付数 19件 
（R5年度） ↑ 

様々な貸付の内容を分かりやす
く市⺠に周知できるよう、周知
⽅法の⼯夫に努めます。   
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【その他の関連する施策（基本施策８参照）】 

・ 各種検診費用の免除 

・ 駐輪場利用料金の免除 

・ 保育料の軽減 

・ 就学援助 

・ 生活保護 

・ 大学等受験料・模擬試験受験料支援事業  
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基本施策 

８ 
経済的支援の実施 

児童手当をはじめとした各種手当の支給や医療費の助成等、子育て家庭の経済的負担の軽

減を図るため、経済的支援を実施します。 

 

現状 

子育てにかかる経済的負担の軽減が強く望まれており、特に困窮層ほど負担に感じる割合

が高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

《子育てがしやすくなると思う環境》 

25.8 

40.4 

19.6 

11.6 

5.8 

5.1 

32.7 

8.7 

10.9 

76.4 

15.3 

36.4 

2.2 

30.7 

40.0 

24.7 

9.8 

7.6 

4.7 

32.5 

5.5 

5.8 

71.5 

12.1 

37.0 

2.2 

30.7 

43.6 

27.2 

9.8 

5.7 

6.6 

34.8 

4.8 

6.7 

63.3 

15.9 

40.7 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

保育園などの入園希望者が

全て受け入れられる環境

子どもたちが安心して

遊べる場所が身近にある環境

放課後ルームなど、小学校就学後に

放課後安心して子どもが過ごせる環境

発達が気になる子どものための

施設や相談窓口等の支援が充実した環境

妊産婦健康診査や乳幼児健康診査、

予防接種などの母子保健対策が充実した環境

親子が気軽に集え、

交流できる場が身近にある環境

困ったときや緊急時などに、

安心して子どもを預けられる環境

子育てに関する情報が手に入る環境

困ったとき、子育ての悩みを相談できる環境

医療費や保育料、教育費など、

子育てにかかる経済的負担が軽減された環境

周囲の方から子どもや子育て世帯が

やさしく見守られる環境

子育てについて勤務先や職場の

理解・協力が得られ、働きやすい職場環境

無回答

困窮層（n=275） 周辺層（n=687） 一般層（n=4,334）7
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資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、児童を養育している保護者への児童手当の支

給と子ども医療に要する費用の全部又は一部を助成する子ども医療費助成事業を実施して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

《子育てや教育にかかる出費がかさみ、費用面で厳しい》 

 
延べ⼈数（⼈） ⽀給額（千円） 

R2 年度 939,905  9,654,210  
R3 年度 924,489  9,474,615  
R4 年度 868,417  9,069,275  
R5 年度 820,994  8,639,380  
R6 年度 880,097  9,915,355  
 

 
延べ助成件数（件） 助成総額（千円） 

R2 年度 943,636   1,789,517  
R3 年度 1,061,362   2,085,041  
R4 年度 1,106,189   2,111,597  
R5 年度 1,413,997  2,779,209  
R6 年度 1,516,053  3,037,557  
 

《児童手当支給状況》 《子ども医療費助成状況》 

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）

68.0

39.7

17.2

25.1

40.3

34.9

4.7

14.0

30.5

1.5 

5.4 

17.0 

0.7 

0.6 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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困窮層の家庭では病気や障害のため、こどもの世話をしてくれる人がいないため、家族の

介護・介助のため、といった理由で就労していない人が多く見られます。 

 

《⺟親の就労していない理由》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

 

課題 

 児童手当や医療費助成を受けるには申請が必要となるため、出生届や住民票の異動届を

受理する戸籍住民課との連携や、広報・市ホームページ・ＳＮＳなどでの情報提供を行

い、申請していない方がないよう周知に努める必要があります。 

 困窮層は、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」として働く親の割合が高く、子

育てや教育に係る費用負担がより重く、大きな負担となっていると考えられることから、

子育てに伴う経済的負担の軽減策を講じる必要があります。 

 困窮層では、病気や障害を含む家庭内の問題等により就労できていない割合も多いこと

から、適切なサービスの利用につなげ、就労できる環境づくりを行う等の支援が必要で

す。 

  

5.7 

3.8 

5.7 

15.1 

3.8 

0.0 

35.8 

9.4 

18.9 

26.4 

15.1 

1.9 

0.7 

2.1 

2.1 

27.8 

3.5 

5.6 

42.4 

2.1 

9.0 

45.1 

9.7 

2.1 

1.2 

1.5 

1.8 

19.8 

2.0 

2.1 

24.6 

3.2 

5.3 

61.6 

11.4 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

就職活動をしているが採用されないため

仕事の探し方がわからないため

収入について条件の合う仕事がないため

時間についての条件の合う仕事がないため

年齢的に条件の合う仕事がないため

仕事に必要な専門知識や資格がないため

子どもの世話をしてくれる人がいないため

家族の介護・介助のため

病気（病弱）や障害のため

子育てを優先したいため

その他

無回答

困窮層（n=53） 周辺層（n=144） 一般層（n=980）
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 主な取り組み 

 

 経済的自立への支援 

【概要】 

安定した収入の確保ができていない家庭に対し、相談や就労支援等、経済的自立へ向

けた支援を実施します。 

 

【事業】 

・ 生活困窮者自立支援制度の推進 

・ ふなばし地域若者サポートステーション事業 

・ 就労の支援等に関する講座の開催 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

⽣活困窮者⾃⽴⽀援計画 
作成件数 

103件 
（R5年度） ↑ 

困窮状態から早期に脱却するため、本⼈の
状態に応じた包括的かつ継続的な⽀援を
実施します。 

 

 

 低所得者への経済的支援の実施（情報提供と周知の徹底） 

【概要】 

低所得の子育て家庭が、経済的な理由から必要な保健医療サービスや教育等を受ける

ことを諦めることがないよう、利用料の減免や免除、給付金等の経済的支援の充実を図

るとともに、情報提供と周知を徹底し、利用を促進します。 

 

【事業】 

・ ファミリー・サポート・センター事業の実施（利用料の減免） 

・ 子育て短期支援事業の実施（利用料の減免） 

・ 各種検診費用の免除 

・ 駐輪場利用料金の免除 

・ 保育料の軽減 

・ 児童育成料（放課後ルーム利用料）の減免 

・ 就学援助（学用品費等） 

・ 特別支援教育就学奨励費 

・ 奨学金貸付 

・ 国民健康保険料、国民年金保険料の減免 

・ 生活保護 

・ 大学等受験料・模擬試験受験料支援事業 
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【参考指標】 

指標 現状値 目指す⽅
向 今後の取り組み 

ファミリー・サポート・センター事業の利
⽤料減免件数 

ひとり親家庭 
1,310件 

⽣活保護受給世帯 
81件 

（R5年度） 

－ 
低所得世帯に対する負担軽
減のため、引き続き利⽤料
の減免を⾏います。 

 

 住宅の確保支援 

【概要】 

安心して生活するために、生活の基盤となる住宅の確保のための支援を実施します。 

 

【事業】 

・ 市営住宅 

・ 家賃低廉化住宅 

・ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 

・ 生活困窮者住居確保給付金の支給 

・ 生活困窮者居住支援事業 

・ 家賃債務保証支援事業 

・ 結婚新生活支援事業 
 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

⽣活困窮者住居確保給付⾦の新規⽀
給決定件数 

37件 
（R5年度） ↑ 

改正⽣活困窮者⾃⽴⽀援法
を踏まえ、令和７年４⽉から家
賃が低廉な住宅への転居費⽤
を新たに⽀援します。 

 

関連する取り組み 

◆ 経済的支援の実施（情報提供と周知の徹底） 

【事業】 

・ 児童手当 

・ 子ども医療費助成事業 

・ 認可外保育施設通園児に対する補助 

・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（第３期計画等１２９ページ参照） 

・ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保  
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９ 

子育てを支援する 

地域社会づくり 

地域社会とのかかわりの中で、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、こど

もを健やかに育むことができるよう、地域における子育て支援活動を推進します。 

 

現状 

「船橋市は子育てにやさしいまちである」と感じる割合は４割程度で、社会的に孤立感を

感じている保護者が一定数います。困窮層においては特にその割合が高い傾向にあります。 

地域子育て支援拠点（子育て支援センター、児童ホーム）や地区社会福祉協議会が実施す

る子育てサロン、幼稚園・保育所などが実施する地域子育て支援事業等と連携し、関係機関

のネットワークづくりを推進しています。 

また、民生委員・児童委員や主任児童委員、地域活動団体などが、市や関係機関、学校と

連携し、地域における個別支援、児童健全育成、子育て支援活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

《船橋市は「子育てにやさしいまちである」と感じる》 

《子育てに追われ、社会から孤立するように感じる》 

就学前保護者（n=2,693）

小学生保護者（n=1,350）

中高生保護者（n=1,074）

5.5

4.7

4.4

33.5

36.4

36.4

45.1

48.1

47.5

15.2 

10.4 

11.2 

0.6 

0.5 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）

16.0

7.3

4.3

22.9

17.9

14.7

32.7

37.1

37.6

27.6 

37.1 

42.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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資料：令和５年第３回市政モニター 

 

課題 

 少子高齢化の進行、地域のつながりの希薄化が進む中で、こどもの健やかな育ちを実現

するために、社会全体で子育て家庭の状況に理解を示すことが望まれています。 

関連する取り組み 

◆ 関係機関の連携強化 

・ 地域福祉活動助成金 

・ 市民公益活動公募型支援事業 

◆ 子育て支援ネットワークの構築 

・ 子ども食堂やプレーパークをはじめとするこどもの体験活動や、子育て世帯の支援に

つながる地域活動団体への協力・連携 

・ 包括連携協定やプロスポーツチームとの協働により実施する、体験機会の提供を含め

た子育て支援事業 

・ 民生委員・児童委員の資質向上のための研修会 

・ 子育て支援センターと児童ホームにおける関係機関とのネットワークづくり 

◆ 地域交流による次世代育成の推進 

・ 保育所における地域住民、療育施設、高齢者施設等との交流 

・ 保育所における小中高生のボランティア・職場体験生の受け入れ  

《地域で子育てを支えるために、どんなことが重要だと思うか》 

44.8 

64.4 

43.7 

45.6 

25.2 

59.6 

22.6 

21.1 

61.1 

5.2 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

気軽に声をかけあうなど、

子どもや子育て中の保護者にかかわること

子どもの遊ぶ声や泣き声など、

子どもに対して理解を示すこと

子どもがいいことをしているときにほめること

子どもがよくないことを

しているときに、注意すること

子どもの遊びや子育てに

かかわる活動などの機会にかかわること

子どもが危険な時に手助けや保護をすること

子育てに関する相談にのること

緊急の用事などの時に一時的に子どもを預かること

子ども連れで交通機関や施設を

利用する時に困っていたら手助けすること

その他

無回答
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コ ラ ム プレーパーク 

プレーパークは誰でも遊べる野外の遊び場で、冒険遊び場とも呼ばれています。 

本市では、令和６年度（2024 年度）現在、５つの市民団体により長津川調節池、薬

円台公園等市内の公園や緑地などで活動しています。自分の責任で自由に遊ぶことがモ

ットーのプレーパーク。なるべく禁止事項をなくし、やってみたいことを自分のペース

で挑戦できることを大切にしながら、自然の中でのびのびと遊べる場をこどもたちや地

域の方みんなで一緒に作っています。 

「子ども食堂」とは、こどもが一人でも安心して、おいしく温かいごはんが食べられ

る、こどもはもちろん大人も笑顔になれる地域の団らんの場です。本市においても、地

域のボランティアの方々を中心に食材の確保や会場の提供等、多くの方々の協力のもと

４0 団体を超える子ども食堂が公民館や飲食店等で開催されています。 

食事の提供形式や開催場所、頻度はさまざまですが、その多くがこどもからお年寄り

まで、地域の誰もが参加できる多世代の地域交流の拠点となっています。子ども食堂は、

こどもにとって単なる食事の場だけでなく、親でも教師でもない地域の大人と出会うこ

とができ、安心して過ごすことのできる居場所のひとつとなっています。 

コ ラ ム 子ども食堂 
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基本施策 

10 
児童虐待防止対策の充実 

妊産婦、子育て家庭、こどもへの寄り添い伴走型支援により、児童虐待の発生予防や再発

防止に努めるとともに、虐待の早期発見・早期対応に努め、きめ細やかで切れ目のない一貫

した支援を行うことにより、こどもたちの安全で安心な生活を守ります。 

 

現状 

全国的に児童虐待相談件数が増加しており、本市家庭児童相談室と本市を管轄する市川児

童相談所（船橋市分）の児童虐待相談件数は高止まりの状況です。 

現在、家庭児童相談室はこどもや子育ての悩みに対応する住民に身近な相談窓口として、

児童虐待の未然防止・早期発見や家庭における子育て支援等を行っています。特に、こども

と家庭を分離せず、家庭における子育てを支援することで解決すると考えられる場合には、

必要な関係機関との連携の下で相談対応や支援を行っています。 

また、令和８年（２０２６年）７月には市独自の児童相談所を開設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

《家庭児童相談室と市川児童相談所の 
児童虐待相談件数（船橋市）》 

《家庭児童相談室における児童虐待相談 
の種別（令和 5 年度）》 

身体的虐待

33.5%

性的虐待

1.3%

心理的虐待

47.5%

育児放棄（ネグレクト）

17.7%

680n=

　　（件）

701 708
774 745

680

897

1,012

1,111
1,043 1,035

0

200

400

600

800

1,000

1,200

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

家庭児童相談室 市川児童相談所（船橋市分）
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困窮層の家庭では、子育てに不安や責任を感じると回答した保護者の割合が高く、子育て

に関する不安や悩みを気軽に相談できる相手が身近にいないと回答した割合も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査   

《親の責任として、子育てに不安や負担を感じる》 

《子育てに関する不安や悩みを気軽に相談 
できる相手が身近にいない（再掲）》 

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）

31.6

20.2

12.8

37.5

43.4

39.7

21.1

23.3

31.6

9.5 

12.5 

15.3 

0.4 

0.6 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

困窮層（n=275）

周辺層（n=687）

一般層（n=4,334）

12.7

8.9

4.4

25.8

18.6

13.3

34.9

35.8

37.7

26.2 

36.0 

44.2 

0.4 

0.7 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

よく感じる 時々感じる あまり感じない 全く感じない 無回答
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課題 

 家庭児童相談室及び市川児童相談所（船橋市分）の児童虐待相談件数が高止まりである

状況に加え、相談内容も複雑化・多様化してきており、支援期間が長期化しているケー

スも増えてきています。また、近年こどもを巡る悲惨な事件が発生しており、より適切

な判断、より良い支援が求められていることから、職員の体制の強化や、様々な関係機

関との密接な連携が必要です。 

 市と県は虐待リスクの重さや求められる専門性により役割を分担し、その上でそれぞれ

が通告・相談窓口を設けていますが、県に軽微な相談が寄せられることや市に緊急性が

高い虐待ケースについて通告されることがあるなど、通告窓口が二元化している状況が

あります。また、市が担当するケースにおいて、家庭環境の変化等によりこどもへの虐

待リスクが高まり、一時保護が必要と判断した場合、県へ送致することになり、一貫し

た支援が行えない恐れが生じています。 

 生活困難度が上がるにつれ、子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できる相手が身近

にいないと感じている割合が高くなっていることから、児童虐待の発生リスクの増加が

懸念されます。 

 

主な取り組み 

 児童虐待の発生予防策の充実 

【概要】 

市内の全ての妊産婦、こども、子育て世帯が安心して地域で生活を続けていくために

は、妊娠出産期から行政が子育てに寄り添いながら支援をする「寄り添い伴走型支援」

を実施することが重要です。家庭児童相談室と子育て世代包括支援センターを組織的に

一体化し、寄り添い伴走型支援の中核として機能させることに加えて、児童虐待発生の

リスクを早期に察知し、課題に応じた支援を実施することを目的にＤＶ支援、ひとり親

支援、ヤングケアラー支援の相談窓口を統合した「こども家庭センター」を設置し、日

常的に生じる子育て等の不安や疑問の解消のほか、福祉的な支援を要する家庭まで幅広

い支援を実施します。 

子育てに困難を抱えた家庭に対する具体的で効果的な支援を実現するため、ニーズや

支援の必要性のある家庭等に対して、養育技術の提供や家事援助、こどもとのコミュニ

ケーションスキルを学ぶ講座などを提供する事業を実施します。 

 

【事業】 

・ 要保護児童及びＤＶ対策地域協議会 

・ 養育支援訪問事業 

・ 子育て世帯訪問支援事業 

・ 親子関係形成支援事業 
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【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

家庭児童相談室における相談受付件数 1,614件 
（R5年度） － 

児童虐待の発⽣予防体制
を強化するため、こども家庭
センターにおいて寄り添い伴
⾛型⽀援を実施します。 

要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の
活⽤ 

関係機関との円滑な情報共有を図り、連携した対応を
⾏います。 

養育⽀援訪問事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等115ページ参照） 

⼦育て世帯訪問⽀援事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等129ページ参照） 

親⼦関係形成⽀援事業 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 
（第３期計画等130ページ参照） 

 

 児童虐待相談体制の充実 

【概要】 

令和８年（２０２６年）７月の児童相談所の開設に向けて建設を進めるとともに、開 

設当初から、円滑かつ適切な相談支援を行うことができるよう、運営方針などの検討を 

進めます。 

市児童相談所を開設することで、危機的状況にあるこどもたちの安全を守るために一

時保護等の権限を行使することや、事情により保護者等と離れて暮らしている社会的養

護のこどもたちへの支援について市児童相談所が中心的役割を担うこととなります。 

効果的な支援のため、市内の関係機関はもちろんのこと、社会的養護の実施における

関係機関や司法機関、民間団体などこれまで以上に幅広い関係機関と連携協力体制を構

築していきます。また、ＩＣＴの活用や相談援助フローの工夫等により、こども家庭セ

ンターと一体的でシームレスな相談援助体制を実現し、虐待の再発防止体制を充実させ

ます。 

児童相談所の運営にあたっては、こどもの権利を保障することが重要です。その上で、

こどもの意見表明権が十分に保障されているかという視点を常に考慮しながら支援を

実施します。 

 

【事業】 

・ 里親養育包括支援（フォスタリング）事業 

・ 意見表明等支援事業 

・ 一時保護児童の教育及び学習環境の整備 

・ 社会的養護自立支援拠点事業   
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【参考指標】 

指標 現状値 目指す
⽅向 今後の取り組み 

児童相談所における虐待相談件数 1,043件 
（令和４年度） － 

市児童相談所開設後に⼗分な
⽀援を実施できるよう運営等の
検討を進めます。 

関連する取り組み 

◆ 児童虐待防止啓発事業の実施 

・ 学校への相談啓発ポスター配布、こどもたちへの相談窓口の周知啓発 

・ 虐待防止ポスターの配布、自治会、医療機関等への周知 

・ オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン月間（１１月）の啓発 

◆ 家庭支援事業の充実 

・ 子育て短期支援事業 

・ 一時預かり事業 

・ 児童育成支援拠点事業（第３期計画等１３０ページ参照） 

◆ 被虐待児童の支援 

・ 児童家庭支援センターなどの相談機関の設置検討 

・ 乳児院・児童養護施設等の施設整備の検討  
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11 

仕事と家庭の 

両立支援の推進 

仕事をしながら、家庭において子育てを両立するために、企業による取り組みの充実や職

場における理解と協力が重要です。そのため、企業及び市民に対して仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の啓発や、実現のための各種法令・制度の周知等を行います。 

 

現状 

女性の就業率が上昇している中で、母親、父親ともに育児休業の取得率は上昇傾向にあり

ます。仕事と家庭の両立のためには、職場の理解が求められており、企業に向けて、従業員

の仕事と子育ての両立を図り、働きやすい労働環境の整備に取り組むための、次世代育成支

援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定促進を図っています。 

《⺟親の育児休業取得状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《父親の育児休業取得状況》 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

就学前保護者（n=2,698）

（前回調査）就学前保護者
　　　（n=3,229）

1.9

2.4

19.8

4.5

6.5 70.6 

86.5 

1.2 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

就労していなかった 取得した（取得中である）

希望していたが取得できなかった 取得しなかった

無回答

就学前保護者（n=2,735）

（前回調査）就学前保護者
　　　（n=3,229）

30.3

46.8

59.9

43.3

1.7

6.9 

7.6 

1.1 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

就労していなかった 取得した（取得中である）

希望していたが取得できなかった 取得しなかった

無回答
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《仕事と家庭の両立支援に対する企業の方針（経年比較）》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成３０年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

令和６年度 こども計画策定に係る事業所調査 

 

《父親の育児休業を取得していない理由》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

企業として積極的

に取り組むべき

43.6%

ある程度の役割を

果たすべき

46.2%

企業としてはあまり

積極的に取り組む

課題ではない

2.6%

企業が担うべき

ものではない

2.6%

その他

0.9%
わからない

4.3%

無回答

0.0%

117n=

令和6年度

調査

企業として積極的

に取り組むべき

46.8%

ある程度の役割を

果たすべき

42.6%

企業としてはあまり

積極的に取り組む

べき課題ではない

2.1%

企業が担うべき

ものではない

2.1%

その他

0.5%

わからない

3.2%

無回答

2.7%

188n=

平成30年度

調査

事業所調査 

39.5 

49.3 

0.9 

4.2 

8.2 

29.5 

1.3 

27.7 

14.4 

0.1 

10.4 

0.4 

2.3 

8.9 

3.7 

36.0 

44.8 

1.1 

6.0 

10.8 

30.2 

2.0 

28.2 

28.1 

0.1 

12.3 

0.3 

1.8 

4.9 

13.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育施設に預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母などの親族に見てもらえるなど、

制度を活用する必要がなかった

子育てや家事に専念するために退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

その他

無回答

就学前保護者（n=2,081） （前回調査）就学前保護者（n=2,794）
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《仕事と子育ての両立のために必要なこと》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

課題 

 父親の育児休業の取得率は上昇傾向ではありますが、女性と比べると低い数値であり、

取得できない理由としては「仕事が忙しい」、「職場内で取りにくい雰囲気がある」とい

う理由が多く、就業環境の改善が求められています。 

 仕事と子育ての両立のために職場環境の整備が必要とされており、時代とともに働きや

すさの内容も変わってきていることから、企業内におけるさらなるワーク・ライフ・バ

ランスの普及に向けて周知・啓発を続ける必要があります。 

関連する取り組み 

◆ 男女共同参画の推進 

・ 情報誌の発行 

・ 男女共同参画の推進のための講座等 

72.8 

58.0 

37.0 

34.6 

21.0 

44.4 

18.5 

16.0 

2.5 

0.0 

78.6 

61.8 

19.9 

23.4 

12.5 

55.7 

19.0 

21.0 

4.6 

3.6 

84.7 

64.3 

11.9 

17.9 

20.5 

68.3 

14.8 

16.5 

4.8 

1.0 

81.2 

51.8 

10.6 

13.2 

19.0 

61.4 

13.7 

15.9 

3.8 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務先や職場の理解・協力が得られる環境

勤務時間に関する制度の充実

（短時間勤務、フレックスタイム、テレワークなど）

産前産後休暇・育児休業制度の充実

男性の育児促進（男性が育児休業を利用しやすくなるなど）

子育て後に再就職できる制度の充実

子どもが病気やケガをしたときに休暇を取りやすい環境

延長保育や一時保育などの各種保育サービスの充実

保育所等や放課後ルームの待機児童の解消

その他

無回答

母子健康手帳交付者（n=81） 就学前保護者（n=2,743） 小学生保護者（n=1,402） 中高生保護者（n=1,151）
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◆ ワーク・ライフ・バランス実現のための啓発 

・ 市民向けのワーク・ライフ・バランスの周知・啓発のための講座等 

・ 企業向けのワーク・ライフ・バランス推進セミナー 

・ 一般事業主行動計画策定の推進のための周知 
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基本施策 

12 

こども・若者の社会参画 

のための環境づくり 

こども・若者を権利の主体として尊重し、社会参画の機会を確保するため、意見を聴取す

る取り組みを推進します。 

 また、こども・若者が自分らしく生き生きと生活できるよう、一人ひとりの状況に応じた

支援を行います。 

 

現状 

本市では、こども家庭庁が掲げているこどもや若者の最善の利益を第一に考え、こどもに

関する取り組み・政策を社会の真ん中に据える「こどもまんなか」の趣旨に賛同し、令和５

年９月１日に「こどもまんなか応援サポーター」を宣言しました。 

令和５年度に実施したアンケート結果では、学校の先生と比べてそれ以外の大人と話す機

会が少ない傾向にあり、意見を伝える方法は、年齢によって違いがあることがわかりました。 

   

《学校の先生は自分の意見を聞いていると思うか》 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

《学校の先生以外の大人は自分の意見を聞いていると思うか》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

小学生（n=506）

中高生（n=1,391）

50.4

37.4

25.1

32.6

7.9

9.1

3.6 

3.9 

4.7

6.2

7.9

9.7

0.4 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく聞く どちらかといえば聞く あまり聞かない 全く聞かない

話す機会がない わからない 無回答

小学生（n=506）

中高生（n=1,391）

25.7

17.5

17.8

17.5

10.3

9.0

3.4 

2.7 

20.6

26.0

21.9

26.2

0.3 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく聞く どちらかといえば聞く あまり聞かない 全く聞かない

話す機会がない わからない 無回答
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《どのような方法や手段で大人に意見を伝えたいか》 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

こども・若者の普段の外出状況は「仕事や学校で平日は毎日外出する」、「仕事や学校で週

に３～４日外出する」が大多数である一方で、外出の頻度が少ない方も少数ながらいる状況

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和６年度 船橋市こども・若者意識調査 

34.4 

16.0 

15.6 

18.0 

4.3 

38.3 

27.7 

6.1 

2.2 

21.9 

3.4 

25.6 

10.1 

18.1 

32.5 

11.2 

31.3 

24.7 

3.7 

1.1 

25.0 

2.4 

0% 20% 40%

直接

電話

メール

LINEなどのチャット

X（旧Twitter）、

Instagram、TikTokなどのSNS

学校で答えるアンケート

この調査のような、

家で答えるアンケート

直接大人と話せる会議や、

イベント

その他

伝えたいと思わない

無回答

小学生（n=506） 中高生（n=1,391）

《普段の外出状況》 

83.2 

9.2 

2.7 

1.0 

1.4 

2.4 

0.0 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事や学校で平日は毎日外出する

仕事や学校で週に3～4日外出する

遊び等で頻繁に外出する

人付き合いのために時々外出する

普段は家にいるが、趣味に関する用事の時だけ外出する

普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出ない

自室からはほとんどでない

n=714
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相談窓口の利用の有無については、「どちらかと言えば利用したいと思う」が最も多く、 

「どちらかと言えば利用したいと思わない」、「利用したいと思わない」が続きます。 

相談窓口を利用したいと思わない理由として、「相談できる人が身近にいるので、行く必 

要がないから」が最大である一方で、「相談しても解決できないと思うから」が高い割合と 

なっており、悩みや困りごとを抱え込んでしまっていることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和６年度 船橋市こども・若者意識調査 

《悩みや困りごとを相談できる窓口を利用したいと思わない理由》 

《相談窓口の利用の有無》 

17.6 

37.3 

26.6 

18.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用したいと思う

どちらかと言えば

利用したいと思う

どちらかと言えば

利用したいと思わない

利用したいと思わない

n=714

53.7 

44.4 

8.7 

8.4 

4.0 

3.7 

27.3 

10.9 

9.0 

12.1 

5.0 

5.6 

5.6 

2.8 

0% 20% 40% 60%

相談できる人が身近にいるので、行く必要がないから

相談しても解決できないと思うから

自分ひとりで解決するべきだと思うから

誰にも知られたくないことだから

自分が変な人に思われるのではないかと不安だから

自分の欠点や失敗を悪く言われそうだから

相手がどんな人かわからないから

何を聞かれるか不安に思うから

嫌なこと、できないことをするように言われそうだから

相手にうまく伝えられないから

裏切られたり、失望するのがいやだから

お金がかかると思うから

その他

特に理由はない、わからない

n=322
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課題 

 こども・若者を権利の主体として尊重し、その意見を表明する機会を設けることが大切

であり、意見を表明しやすい方法についての検討が必要です。 

 悩みや困りごとを抱えているこども・若者が相談機関等に相談できずに悩みや困りごと

を抱え込み、問題が長期化・深刻化しているケースも考えられることから、相談しやす

い方法の実施等により早期に支援につなげていく体制づくりが必要です。 

 ひきこもりや自殺など、こども・若者を取り巻く課題は様々であることから、関係機関

と連携し、その人に応じた支援に関する取り組みを行うことが必要です。 

 

主な取り組み 

 こども・若者の意見表明の機会の提供 

【概要】 

こども・若者自身にまちづくりの担い手であることを意識してもらい、意見表明の機

会を提供することにより、こども・若者の社会参画を推進します。 

 

【事業】 

    ・こども・若者の意見聴取に係る取り組み 

・こども未来会議室 

 

【参考指標】 

指標 今後の取り組み 

こども・若者の意⾒聴取に係る取り組み 
こども・若者向けのパブリック・コメントや、インターネットを活⽤し
た意⾒聴取等を実施し、こども・若者の意⾒が施策に反映さ
れるよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本施策12 こども・若者の社会参画のための環境づくり 

100 

第
４
章 

施
策
の
展
開 

 

 

第
５
章 

 

資
料
編 

 

第
２
章 

 

第
３
章 

 

第
４
章 

 

第
１
章 

 

 こども・若者一人ひとりの状況に応じた支援の充実 

【概要】 

多様化するこども・若者の困難な事例に対応するため、関係機関と連携し、相談体制

の充実を図ります。 

社会全体でこども・若者の孤立を防ぎ、必要な支援につなげるための普及啓発に取り

組むとともに、悩み、不安を気軽に相談することのできる体制づくりに努めます。 

 

【事業】 

・ヤングケアラー支援事業（基本施策２参照） 

・保健と福祉の総合相談窓口事業 

・ひきこもり支援事業 

・ゲートキーパー養成事業 

・ＳＯＳの出し方教育の実施 

・性的少数者交流会「Marble Arch（マーブルアーチ）」 

 

【参考指標】 

指標 現状値 目指す⽅向 今後の取り組み 

ヤングケアラー⽀援事業 相談件数33件 
（R5年度） － 

こどもが相談しやすい窓
⼝となるよう、周知啓発
を進めていきます。 

多機関協働事業⽀援プラン作成件数 ８件 
（令和５年度） ↑ 

複雑化した⽀援ニーズに
対して、包括的かつ継続
的な⽀援を実施します。 
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船橋市は、こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか」の趣旨に賛同し、「こどもまんなか応援

サポーター」への就任を宣言します。 

船橋市では、子ども・子育て支援事業計画の基本理念である「子どもの笑顔が輝き、生き生き

と子育てできるまち・ふなばし」を目指し、これまでも、安全で安心して子育てができる環境を

整えるとともに、すべてのこどもたちが心豊かに育ち、併せて、保護者が喜びや生きがいを感じ

ながら子育てができるまちづくりを推進しています。 

こどもたちの意見を聴き、その意見を尊重し、こどもに関する取組みを実現する「こどもまん

なか」の趣旨に沿う本市の特徴的な取組事例として、平成２６年度からスタートした「こども未

来会議室」があります。市内全中学校の２年生たちが「私たちが市長になったら」というテーマ

で意見を出し合い、各校の意見として集約し、市長に発表しています。 

こどもたち一人ひとりが社会を動かす大きな力を持っているということを実感し、自分たち

もまちづくりの担い手であることを体験してもらうとともに、こどもたちの視点をまちづくり

に活かしていくことを目的としており、これまでこどもたちならではの柔軟な発想からたくさ

んの提案がありました。 

「ボール遊びができる公園づくり」「外国人中学生のために学校に音声翻訳機を導入」「ボラン

ティアマッチング会」の実施をはじめ、千葉ジェッツふなばしと共同で船橋を PR するため、船

橋産の梨を使った「船橋からのおもて梨(なし)まん（肉まん）」や、富樫勇樹選手の名前を盛り込

み、船橋産のにんじんを使用した「勇樹(ゆうき)ャロットまん（ピザまん）」の開発など、いくつ

ものこどもたちの「声」が実現しています。 

また、昭和４８年（１９７３年）から開始した「児童・生徒記者」では、小・中学生が市内の

さまざまな取組みを取材し、広報紙や市ホームページで発信しています。こうした取組みは、全

国に先駆けた、本市の特色ある、まさに「こどもまんなか」な取組みのひとつです。 

船橋市は、「こどもまんなか応援サポーター」として、船橋市の未来を担うすべてのこどもた

ちが、希望を持って心豊かに成長できるよう、こどもまんなか社会の実現に向けて取り組んでま

いります。  

こどもまんなか 

応援サポーター宣言！ 
コ ラ ム 

令和５年９月１日 
 
船橋市長 松戸 徹 
 
＃こどもまんなかやってみた 
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横断的 

施策 

こどもの 

貧困対策 

全てのこどもが心身ともに健やかに育成され、教育機会の均等が保障され、一人ひとりが

夢や希望を持つことができるようにするため、こどもの貧困の解消に向けて、こどもの貧困

対策を総合的に推進します。 

 

こどもの生活状況に関する現状 

（「生活困難度」指標に基づく分類について） 

令和５年度（２０２３年度）に実施した「船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート

調査」結果をもとに、下表①～③の３つの要素について、該当する要素の数に応じて、以下

の３層に分類後、結果の分析に用いました。 

    『困窮層』＝２つ以上の要素に該当 

    『周辺層』＝いずれか１つの要素に該当 

    『一般層』＝いずれの要素にも該当しない 
※『一般層』には各要素を判別するための設問で不明・無回答により判別不能であった対象を含む 

①低所得要素 保護者票中の世帯の手取り収入と世帯人数の設問から算出した簡易的な等価

可処分所得が「令和４年国民生活基礎調査」から算出される基準未満（１２７

万円未満）の世帯。 

等価可処分所得＝世帯の可処分所得※÷√世帯人数 

※収入に関する回答の各選択肢の中央値をその世帯の収入の値とする 

（例えば、「５０万円未満」であれば２５万円、「５０～７５万円未満」であれば６２．５万

円とする。なお、「９００万円以上」は９５０万円とする。） 

【対象設問】あなたの世帯の昨年１年間の手取り収入の額を教えてください。 

【対象設問】お子さんと同居し、生計を同一にしているご家族の構成と人数を

お答えください。単身赴任中の方や学業のために世帯を離れているお子さんが

いる場合には、ご家族の人数に含めて教えてください。 

②家計のひっ

迫要素 

保護者票中の家計のひっ迫度をはかる設問８項目中、１つ以上が該当する場合。 

【対象設問】あなたの世帯では、過去１年の間に、経済的な理由で、以下の費

用・サービス・料金について、支払えないことがありましたか。 

①必要とする食料（お酒やコーヒーなどの嗜好品を除く） 

②必要とする衣服（高価な衣服やアクセサリーなどを除く） 

③電話料金  ④電気料金  ⑤ガス料金  ⑥水道料金  ⑦家賃  ⑧住宅ローン 

③こどもの体

験の欠如要素 

保護者票中のこどもの体験に関する設問１０項目中、費用面での不能理由

（①費用がかかるため）が２つ以上ある場合。 

【対象設問】あなたのご家庭では、お子さんに次のことをしていますか。 

「したいができなかった」場合はその理由を下の理由欄の番号を記入してく
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ださい。 

・スポーツに関する習い事やクラブに通う 

・音楽、習字、絵画等の習い事やクラブに通う 

・学習教室に通う（または家庭教師に来てもらう） 

・キャンプやバーベキューなどの野外活動をする 

・旅行に行く 

・美術館、博物館、科学館に行く 

・スポーツ観戦や劇場に行く 

・遊園地やテーマパークに行く 

・公共施設などで行われる、無料の教室やイベントに参加する 

・誕生日祝いやクリスマス・お正月などの季節の行事を行っている 

＜理由欄＞ 
 

①費用がかかるため  ⑤一緒に活動する友達がないため 

②時間がないため  ⑥情報がないため 

③開催時間が合わないため  ⑦こどもが対象年齢に達していないため 

④開催場所が遠いため ⑧その他 

  

一般世帯とひとり親世帯を生活困難度で分類した結果、ひとり親世帯の方が、「困窮層」「周

辺層」の割合が高い傾向にあります。 

《生活困難度指標に基づく分類の割合（再掲）》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

就学前ひとり親保護者（n=174）

小学生ひとり親保護者（n=391）

中高生ひとり親保護者（n=572）

小学生保護者（n=1,350）　 

中高生保護者（n=1,074）　 

ひとり親全体（n=1,139）　 

就学前保護者（n=2,693）　 

　全体（n=6,256）

 一般全体（n=5,117）　 

9.0

4.4

4.2

4.8

4.3

30.0

41.4

28.1

28.0

15.4

12.5

13.5

11.1

11.7

28.3

26.4

29.4

28.0

75.6

83.1

82.3

84.1

84.0

41.7

32.2

42.5

44.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

困窮層 周辺層 一般層
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一般世帯とひとり親世帯を低所得要素で比較すると、ひとり親世帯の方が、今回調査の「低

所得要素に該当する」の割合が高く、前回調査の「相対的貧困に該当する」の傾向と変わら

ず割合が高くなっています。 

《低所得に該当する世帯の経年比較》 
 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

 

 

 

 

資料：平成３０年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

※国の国民生活基礎調査における貧困線を用い、おおむねその貧困線を下回る世帯を「相対的貧困層」として定義しました。

貧困線とは、等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入から税金・社会保険料等を除いた、いわゆる手取り収入）を世帯人

員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分の額を指し、世帯人員数によって貧困線の等価可処分所得額は異なりま

す。平成３０年度アンケート調査実施前の国民生活基礎調査（平成２８年調査）によると、平成２７年の貧困線は、人員数

が２名の世帯は１７３万円、３名の世帯は２１１万円、４名の世帯は２４４万円であり、手取り収入がそれらの金額を下回

る世帯を相対的貧困層に分類しました。 

 

家計のひっ迫状況に関して、家計の状況について、「苦しい」「大変苦しい」の割合は、一

般世帯よりもひとり親世帯で高く、生活困難度別にみると、「苦しい」「大変苦しい」の割合

は、一般世帯、ひとり親世帯とも困窮層で高くなっています。 

《現在の暮らしの状況について》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 
一般層（n=475）

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4,253）

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

0.4

0.9

2.0

0.3

1.3

4.2

13.2

2.5
4.6

16.5

45.6

66.2

10.8

46.6

50.9

48.7 

39.4 

16.0 

53.2 

39.4 

33.3 

34.4

9.7

2.1

34.2

11.2

7.8

0.2 

0.5 

1.5 

0.3 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変ゆとりがある ゆとりがある 普通 苦しい 大変苦しい 無回答

一般

ひとり親

一般世帯（n=1,944）

ひとり親世帯（n=1,360）

3.4

45.8

96.6

54.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相対的貧困層 相対的貧困層に該当しない

前回調査

一般世帯（n=4,075）

ひとり親世帯（n=896）

4.8

48.9

95.2

51.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低所得要素に該当する 低所得要素に該当しない

今回調査
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こどもの体験に関して、スポーツに関する習い事やクラブに通うことについては、生活困

難度が高いほど、経済的な理由から「したいができなかった」割合が高くなっています。 

 

《スポーツに関する習い事やクラブに通う》 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

 

《体験をしたいができなかった場合の理由》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度 船橋市子ども・子育て支援に関するアンケート調査   

一般 ひとり親 

一般 ひとり親 

困窮層（n=342）

周辺層（n=322）

一般層（n=475）

25.1

38.2

37.1

74.9

61.8

60.0 2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

している していない 無回答

83.5 

25.6 

7.4 

9.9 

5.0 

9.1 

12.4 

7.4 

59.2 

34.3 

13.5 

11.8 

0.8 

5.3 

23.7 

14.7 

10.4 

22.1 

7.9 

4.2 

1.1 

3.1 

43.7 

22.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

費用がかかるため

時間がないため

開催時間が合わないため

開催場所が遠いため

一緒に活動する友達がいないため

情報がないため

子どもが対象年齢に

達していないため

その他

困窮層（n=121） 周辺層（n=245） 一般層（n=958）

82.8 

26.3 

6.5 

7.0 

3.8 

4.3 

4.8 

19.9 

57.5 

42.5 

12.5 

6.3 

2.5 

6.3 

1.3 

26.3 

35.0 

24.0 

12.0 

2.0 

1.0 

2.0 

2.0 

46.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

困窮層（n=186） 周辺層（n=80） 一般層（n=100）

困窮層（n=224）

周辺層（n=640）

一般層（n=4,253）

31.3

38.1

42.9

68.3

61.9

56.1

0.4

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

している していない 無回答
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こどもや子育て世帯の貧困の状況を踏まえ、本計画の基本方針をもとに、重要な視点とし

て「こどもの貧困対策」を、次の５つの分野において推進します。 

１ 教育の支援＜こども＞ 

経済的理由等の家庭の状況によって教育機会の差が生まれないような環境を整える必

要があります。どんな環境下であっても、こども自身が満足できる学習機会や体験機会の

提供や将来を考える場づくりを進めます。 

本市では、学習のサポートを行うほか、学習スペースの提供や、体験格差の解消を図る

ための機会提供などに努め、こどもが希望する進路選択の支援の充実を図ります。 
 

２ 生活の安定に資するための支援＜こども＞＜親・家庭＞ 

社会的に孤立して必要な支援を受けられず、一層困難な状況におかれてしまうことがな

いよう、生活の安定に資するための支援を実施します。 

本市では、住宅の確保や相談体制の整備、母子保健の充実やこどもの居場所づくりなど、

多様な支援の提供に努めます。 
 

３ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援＜親・家庭＞ 

世帯の安定的な経済基盤を築く観点から、職業生活の安定と向上に資するための就労の

支援とともに、家庭で家族がゆとりを持って接する時間を確保できる適正な労働環境の確

保につながる取り組みに努めます。 

本市では、就業支援の充実と経済的自立への支援を通じて、保護者に対する就労支援を

行います。 
 

４ 経済的支援＜親・家庭＞ 

世帯の日々の生活を安定させる観点から、経済的支援は重要です。こどもの育ちに影響

を与える家庭環境を考慮し、金銭面だけでなく、様々な支援を組み合わせてその効果を高

めていきます。 

本市では、関連する支援と組み合わせ、児童扶養手当や奨学金貸付など、様々な経済的

支援などの適切な情報提供を行います。 
 

５ 社会の理解・つながりの強化＜地域・社会＞ 

こどもの貧困対策の推進にあたっては、社会全体がこどもの貧困に対する理解を深める

ことが欠かせません。こどもを応援する機運を高め、こどもを支援する環境を社会全体で

構築します。 

本市では、地域活動団体と連携を強化し、子育て支援ネットワークを構築することによ

り、こどもや子育てを支援する地域社会づくりの推進を図ります。   
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≪本章で掲げた事業のうちこどもの貧困対策に関連する施策・事業≫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9 子育てを支援する地域社会づくり 関係機関の連携強化
地域福祉活動助成金

市民公益活動公募型支援事業

12
こども・若者の社会参画のための
環境づくり

こども・若者一人ひとりの状況に
応じた支援の充実

保健と福祉の総合相談窓口事業

ひきこもり支援事業

6 多様な子育て支援サービスの充実 相談体制の整備・充実

民生委員・児童委員による相談支援

こども家庭センター設置による相談体制の強化及び環境改善

教育相談

ＳＮＳ相談＠船橋

青少年の問題行動に関する相談

帰国・外国人児童生徒の教育に関する相談

5 親子のふれあいの場づくり 親子のかかわり促進のための支援

家庭訪問指導

ブックスタート事業

就学時健診時における子育て学習事業

家庭教育相談事業

家庭教育セミナー

助産事業

低所得の妊婦に対する初回産科受診料の助成

食育の推進
保健センター、児童ホーム、子育て支援センターにおける食育講座
（離乳食（３回食）と歯みがきの教室）

歯科保健の推進

乳幼児歯科保健指導

２歳６か月児歯科健康診査（フッ化物塗布）

小学校におけるフッ化物洗口事業

２．生活の安定
に資するための
支援

2 こどもの健全な育成の充実 こどもの居場所づくり

放課後子供教室事業（船っ子教室）

児童ホーム事業

中高生の居場所づくり事業

4 母子保健の充実

妊娠期から子育て期にわたる切れ
目ない支援の推進

悩みごと、困りごとを抱えるこど
もへの支援

ヤングケアラー支援事業

スクールソーシャルワーカー事業

スクールカウンセラー事業

不登校児童生徒への支援の推進

高校生キャリア支援事業

サポートルーム

こどもの自習スペース提供事業

体験機会の提供

ハッピーサタデー事業

小中学校一宮ふれあいキャンプ（不登校児童生徒対象）

ひとり親家庭向けデイキャンプ（親子デイキャンプ）

青少年キャンプ場イベント事業

ふなっこ未来大学

ふなばし夏のボランティア体験事業

分野 基本施策 主な取り組み・関連する取り組み 事業

１．教育の支援 2 こどもの健全な育成の充実

学習機会・学習スペースの提供

学習支援事業
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※こどもの貧困対策に関連する施策のうち、ひとり親家庭等への支援については、基本施策７で掲載しています。 

  
子ども食堂やプレーパークをはじめとするこどもの体験活動や、子育
て世帯の支援につながる地域活動団体への協力・連携

包括連携協定やプロスポーツチームとの協働により実施する、体験機
会の提供を含めた子育て支援事業

子育て支援ネットワークの構築子育てを支援する地域社会づくり9
５．社会の理
解・つながりの
強化

市営住宅

家賃低廉化住宅

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

生活困窮者住居確保給付金の支給

生活困窮者居住支援事業

家賃債務保証支援事業

大学等受験料・模擬試験受験料支援事業

低所得者への経済的支援の実施
（情報提供と周知の徹底）

住宅の確保支援

経済的支援の実施8４．経済的支援

児童育成料（放課後ルーム利用料）の減免

就学援助（学用品費等）

特別支援教育就学奨励費

奨学金貸付

国民健康保険料、国民年金保険料の減免

生活保護

３．保護者に対
する職業生活の
安定と向上に資
するための就労
の支援

ファミリー・サポート・センター事業の実施（利用料の減免）

子育て短期支援事業の実施（利用料の減免）

各種検診費用の免除

駐輪場利用料金の免除

保育料の軽減

就労の支援等に関する講座の開催

ふなばし地域若者サポートステーション事業

生活困窮者自立支援制度の推進

経済的自立への支援経済的支援の実施8

分野 基本施策 主な取り組み・関連する取り組み 事業
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本計画の適切な進行管理を進めるために、毎年度、計画に掲げた施策の実施状況について点検・

評価を行い、その結果を「船橋市子ども・子育て会議」にて報告し、公表します。 

 

 

 

 

 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業※について、算定した量の見込みが実績値と比較

し大きく乖離する場合は、実際の利用状況や実績値の推移の傾向等を把握したうえで、必要に応

じて見直しを行います。 

また、就学前児童人口の減少等により、教育・保育施設や地域型保育事業において需要量が低

下し、特定の地域で供給過剰となった場合又は供給過剰となることが見込まれる場合には、教育・

保育施設等の認可を行わないことや定員を引き下げること等によって供給量の適正化を図ること

を、必要に応じて検討します。 

 

※第３期計画等８９～１３２ページ参照 

 

 

 

 

こども基本法においては、こどもに関する施策を策定、実施、評価するに当たり、施策の対象

となるこども等の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが、国や地方

自治体に義務付けられています。 

本計画の推進に当たっても、こども・若者からの意見を聴取するにあたり、安心して意見を表

明できる機会を設け、その意見が施策に反映されるよう、配慮や工夫に努めます。 

  

計画の進行管理 １ 

こども・若者の意見聴取 ３ 

計画の推進とともに対応を検討する事項 ２ 
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※令和７年（２０２５）４月以降の事業内容で記載しています。 
 

あ行 

○育児
い く じ

休 業
きゅうぎょう

制度
せ い ど

 労働者が事業主に申し出ることに

より、原則としてこどもが１歳に達するまでの間、そ

のこどもを養育するために休業できる制度。 

○意見
い け ん

表 明
ひょうめい

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 社会的養護や一時保護中の

こどもが自分の意見を安心して表明できるように支

援する事業。 

○遺児
い じ

手当
て あ て

 両親、父若しくは母が死亡した、義務教育

終了前の児童に対して、生活の安定と健全な育成を

支援するための手当。 

〇一時
い ち じ

保護
ほ ご

 こどもの安全を迅速に確保し適切な保護

を図ること及びこどもの心身の状況、その置かれて

いる環境やその他の状況を把握するため、必要に応

じてこどもを家庭から離し、一時的に保護すること。 

○一般
いっぱん

事業
じぎょう

主
ぬし

行動
こうどう

計画
けいかく

 次世代育成支援対策推進法

において、従業員が１０１人以上の企業に策定・公表

を義務付けている、従業員の仕事と子育ての両立を

支援するための計画。なお、１００人以下の企業につ

いても策定に努めることとされている。 

○医療的
いりょうてき

ケア 胃ろうからカテーテルを通して胃に直

接栄養を注入する経管栄養や、鼻や切開した喉元に

チューブを挿入してたんを吸引するなどの、医療的

な生活援助行為。 

○医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーター 保健、医療、福

祉、子育て、教育等の必要なサービスを総合的に調整

し、医療的ケア児等とその家族に対しサービスを紹

介するとともに、関係機関と医療的ケア児等とその

家族を繋いでいる。 

○ＳＮＳ相談
そうだん

＠船橋
ふなばし

 幅広い世代で日常的なコミュニ

ケーションツールとして利用されているＳＮＳ（Ｌ

ＩＮＥ）を活用した無料相談事業。 

〇親子
お や こ

交 流
こうりゅう

 こどもと離れて暮らしている父母の一方

がこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒

に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流すること。

面会交流ともいう。 

か行 

○学 習
がくしゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 生活困窮世帯、生活保護世帯、ひと

り親世帯等の中学生を対象に、個別に学習指導を行

うほか、進学、進路、その他の相談を行う事業。 

○各保健
かくほけん

センターでの窓口
まどぐち

健康
けんこう

相談
そうだん

 保健センター

において、妊産婦や母子の妊娠・出産・子育てに関す

る相談や、心身の発達・健康に関する相談を行う事

業。 

○家庭
か て い

教 育
きょういく

セミナー こどもが健全に成長するため

の家庭教育の果たす役割等に関して、ＰＴＡ等と連

携し公民館で開催するセミナー。 

○家庭
か て い

教 育
きょういく

相談
そうだん

事業
じぎょう

 幼児から高校生までの保護者

を対象に、しつけや不登校等の家庭教育上の悩みや

問題について、家庭教育指導員等が、電話相談や、公

民館等において面接相談を行う事業。 

○家庭
か て い

児童
じ ど う

相談室
そうだんしつ

 家庭における養育や児童虐待等に

関する相談に応じ、必要な調査、訪問等を行う市の機

関。 

○家庭的
かていてき

保育
ほ い く

事業
じぎょう

 家庭的保育者が、自宅の居室等を

保育室として使い、保護者に代わって家庭的な雰囲

気のもとで保育を行う。地域型保育事業の一つ。 

○帰国
き こ く

・外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の教 育
きょういく

に関する
かん

相談
そうだん

 公

立小学校・中学校への受け入れ、適応、日本語指導に

用語解説 １ 
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関する相談を行う事業。 

○休 日
きゅうじつ

保育
ほ い く

事業
じぎょう

 保育所等の在園児が保護者の就労

等により、１月１日から３日を除く日曜及び祝日（振

替休日を含む）、年末（１２月２９日から３１日まで）

に、家庭において保育を受けることができない場合

に、保護者に代わり保育を実施する事業。 

○教 育
きょういく

相談
そうだん

 主として市内在住の小・中学生及び保護

者、教職員を対象に、学校生活、家庭生活、心身の悩

み等について、総合教育センターが相談に応じる。 

○教 育
きょういく

・保育
ほ い く

施設
し せ つ

 幼稚園、保育所、認定こども園の

総称。 

○教 育
きょういく

・保育
ほ い く

施設
し せ つ

等
とう

の利用
り よ う

支援
し え ん

（基本
き ほ ん

施策
し さ く

３） 発

達において支援が必要なこどもが教育・保育施設等

を利用する際に、健康保育研究協議会の意見を取り

入れ、集団生活において安全に、安心して過ごせるよ

う支援を行う。 

○教 育
きょういく

・保育
ほ い く

施設
し せ つ

等
とう

の利用
り よ う

支援
し え ん

（基本
き ほ ん

施策
し さ く

７） ひ

とり親家庭が子育てと就業を両立しながら安心して

生活できるよう、教育・保育施設等を適切に利用する

ための支援を行う。 

○居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

保育
ほ い く

事業
じぎょう

 こどもの障害・疾患等で個別

のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において

１対１で保育を行う。地域型保育事業の一つ。※認可

外保育施設の居宅訪問型保育事業（ベビーシッター）

とは別。 

○結婚
けっこん

新生活
しんせいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 婚姻等により新生活を始め

る若年世帯に対し、住居確保に係る費用を助成する

事業。 

○健康
けんこう

講座
こ う ざ

（母子
ぼ し

） 保護者の育児不安の解消や、正し

い知識の普及等のため、保健センターに講師を招い

て開催する講座。 

○高校生
こうこうせい

キャリア支援
し え ん

事業
じぎょう

 児童扶養手当受給世帯、

生活保護世帯、就学援助認定相当の収入の世帯の高

校生等に対して、学習サポーターによる悩み相談や、

進路に関するテーマに精通した専門家によるセミナ

ーなどのイベントを提供する事業。 

○高等
こうとう

職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

促進
そくしん

給付
きゅうふ

金
きん

事業
じぎょう

 ひとり親家庭

の親が看護師等の資格を取得するため、養成機関で

６か月以上修業する場合に、一定期間、給付金を支給

する事業。 

○子
こ

育
そだ

てサロン 主に未就園児の親子を対象とした、

子育てに関する情報交換や育児相談、親子同士の交

流ができる場。地区社会福祉協議会が実施している。 

○子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

センター 子育てに関するアドバイスや

情報提供を行うとともに、保護者同士の交流の機会

やこどもの遊びの場を提供する地域子育て支援拠点。 

○子
こ

育
そだ

て世代
せ だ い

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター 保健師等が妊娠期

から子育て期に関する相談に応じたり、関係機関と

連携を取りながら支援を行う窓口。 

○子
こ

ども医療費
いりょうひ

助成
じょせい

 ０歳から高校３年生の年齢（１

８歳到達後最初の３月３１日）までのこどもの医療

費の一部を助成する事業。自己負担金は、市民税所得

割非課税世帯を除き、入院１日３００円、通院１回３

００円（保険調剤は無料）。 

○こども家庭
か て い

センター 母子保健と児童福祉の機能を

統合し、妊産婦や子育て世帯、こどもに対して、相

談・助言・情報提供を行い、関連機関と連携した包括

的な支援等を行う施設。 

○こども基本法
きほんほう

 令和５年（２０２３年）４月に施行さ

れた、すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活

を送ることができる社会を目指すための包括的な基

本法。 

○子
こ

ども・子育
こ そ だ

て会議
か い ぎ

（地方版
ちほうばん

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て会議
か い ぎ

） 

子ども・子育て支援法に基づき、市町村が条例により

設置する合議制の機関。船橋市では、平成２５年（２

０１３年）６月に設置。 

○子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援法
しえんほう

 急速な少子化の進行並びに

家庭及び地域を取り巻く環境が大きく変化している

ことを背景として、子ども・子育て支援給付及びこど

もやこどもを養育している者に必要な支援を行い、
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一人ひとりのこどもが健やかに成長することができ

る社会の実現に寄与することを目的として定められ

た法律。 

○こども大綱
たいこう

 令和５年（２０２３年）１２月に閣議決

定された、すべてのこどもが健やかに成長し、幸せな

生活を送ることができる社会を目指すための政府全

体のこども施策の基本的な方針を定めたもの。 

○こどもの自習
じしゅう

スペース提 供
ていきょう

事業
じぎょう

 こどもたちの

学習の促進を図ることを目的として、市内の２４公

民館のフリースペース等を活用して自習スペースを

提供する事業。 

○こども発達
はったつ

相談
そうだん

センター 心理発達相談員、言語聴

覚士等が、就学前のこどもの発達に関する心配事の

相談に応じる公設施設。 

○こどもまんなか社会
しゃかい

 すべてのこどもが身体的・精

神的・社会的に将来にわたって幸せな状態で生活を

送ることができる社会を目指す取り組み。 

さ行 

○里親
さとおや

制度
せ い ど

 保護者の病気、家出、離婚あるいは保護者

に養育されることが適当でないなどの理由から、家

庭で生活することができないこどもを保護者に代わ

って、一時的あるいは継続的に家庭的な雰囲気の中

で養育するための制度。 

○サポートルーム 総合教育センターに相談をしてい

る児童生徒を対象に、集団生活への適応、情緒の安

定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善のための

相談・指導を行い、社会的自立へ向けての支援をする

事業。 

○産婦健康診査
さんぷけんこうしんさ

 産後間もない母親の心身の健康保持

や、産後うつ病の予防等を図るため、出産後に行う健

康診査。 

○市営
し え い

住 宅
じゅうたく

 住宅に困っている一定基準以下の所得

の方に対して、低廉な家賃で提供される公営住宅。 

○資格
し か く

取得
しゅとく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 保育士試験に合格したのち市内

の保育所等に保育士として、継続して１年以上勤務

する見込みの人を対象として、保育士試験受験のた

めに要した講座受講費用の一部を補助する事業。 

○事業
じぎょう

所内
しょない

保育
ほ い く

事業
じぎょう

 事業所内の施設において、事業

所の従業員のこどものほか、地域の３号認定を受け

たこどもの保育を行う。地域型保育事業の一つ。 

○次
じ

世代
せ だ い

育成
いくせい

支援
し え ん

対策
たいさく

推進法
すいしんほう

 家庭や地域の子育て

力の低下に対応して、次世代を担うこどもを育成す

る家庭を社会全体で支援する観点から、平成１５年

（２００３年）７月に制定された法律。当初は平成２

７年（２０１５年）３月３１日までの時限立法であっ

たが、２度改正され、令和１７年（２０３５年）３月

３１日まで延長となった。 

○施設
し せ つ

等
とう

利用費
り よ う ひ

 幼児教育・保育の無償化の対象者が、

特定子ども・子育て支援施設等において、対象となる

サービス等を利用した際に受ける給付。 

○児
じ

童
どう

虐 待
ぎゃくたい

 保護者等がこどもに対し行う、身体的虐

待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の総称。 

○児
じ

童
どう

相談所
そうだんじょ

 こどもに関する相談に応じ、こどもが

心身ともに健やかに育つことができるようこどもや

家庭を援助する機関。都道府県と政令指定都市に設

置が義務付けられ、中核市も設置することができる。 

○児
じ

童
どう

手当
て あ て

 家庭等における生活の安定に寄与すると

ともに、児童の健やかな成長に資することを目的に、

高校生年代（１８歳到達後最初の３月３１日まで）の

児童を養育している家庭に支給される手当。 

○児
じ

童
どう

発達
はったつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 未就学の障害のあるこどもを通

所させて、日常生活における基本的な動作及び知識

技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を

行う事業。  

○児
じ

童
どう

発達
はったつ

支援
し え ん

センター 児童発達支援事業に加え、

地域支援を行う中核的な療育支援施設。 

○児
じ

童
どう

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 ひとり親家庭及び祖父母等の養育者

の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の

増進を図ることを目的に支給される手当。 
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○児
じ

童
どう

ホーム ０歳から１８歳未満の児童が、誰でも自

由に遊べる施設。児童館。地域子育て支援拠点として

子育てに関する情報提供や保護者同士の交流の機会

を提供している。 

○児
じ

童
どう

養護
よ う ご

施設
し せ つ

 保護者のいないこどもや、家庭環境が

不適切で養護が必要なこどもを保護し、養育するた

めの施設。 

○市
し

民
みん

公
こう

益
えき

活動
かつどう

公募型
こうぼがた

支援
し え ん

事業
じぎょう

 市民活動団体から

提案のあった、公益性や必要性等があるとされた事

業に対して支援金を交付する事業。 

〇社会的
しゃかいてき

養護
よ う ご

自立
じ り つ

支援
し え ん

拠点
きょてん

事業
じぎょう

 措置解除者等や虐

待経験がありながらも、公的支援につながらなかっ

た者等の孤立を防ぎ、必要な支援に適切につなぐた

め、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提

供、相談及び助言等により、将来の自立に結びつける

ことを目的とした事業。 

○就 学
しゅうがく

援助
えんじょ

 経済的な理由で、学校で必要となる諸経

費について支払うことが困難な保護者に対して、そ

の一部を援助する制度。 

○就学
しゅうがく

時
じ

健
けん

診
しん

等
とう

における子
こ

育
そだ

て学
がく

習
しゅう

 就学時健康

診断や学校説明会に合わせて、市内全ての小学校で

実施する、子育てに関する講演会。 

○就 学
しゅうがく

相談
そうだん

 障害のある、又はあるかもしれない幼児、

児童、生徒の就学に関する相談。総合教育センターに

おいて行う。 

○就 学
しゅうがく

相談
そうだん

会
かい

 特別な支援を要するこどもの就学及

び教育に関する相談。総合教育センターにおいて、こ

ども発達相談センター等の療育施設と連携を図り開

催している。 

○ 就 業
しゅうぎょう

継続
けいぞく

に資
し

する研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

 市内で勤務する

保育士の就業継続を支援するため、文章の書き方や

コミュニケーション能力の向上等さまざまなテーマ

の研修を開催する事業。 

○ 就 職
しゅうしょく

準備
じゅんび

・離
り

転 職
てんしょく

セミナー ひとり親家庭等及

びその児童や離婚前の方を対象に開催する就職・転

職活動等に関するセミナー。 

○ 住 宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

円滑
えんかつ

入 居
にゅうきょ

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

 住宅

確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律に基づき、高齢者、低額所得者、子育て世帯、

障害者、被災者等、住宅の確保に配慮が必要な人々の

入居を拒まない住宅。 

○巡 回
じゅんかい

相談
そうだん

 こども発達相談センターの専門職員が

市内の幼稚園・保育所などを巡回し、施設職員に対し

て、発達の気になるこどもへの対応等に関する相談

を行う。 

○障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
し え ん

 未就学児が利用する児童発達支援

や、就学児が利用する放課後等デイサービス等の支

援。 

○障害児
しょうがいじ

等
とう

の受
う

け入
い

れ・指導
し ど う

をしている幼稚園
ようちえん

等
とう

 

に対
たい

する補助
ほ じ ょ

 障害児等の幼児教育・保育の充実を

図るため、障害児等を受け入れている幼稚園や私立

保育所、認定こども園等に対し交付する補助金。 

○障害児
しょうがいじ

等
とう

療 育
りょういく

支援
し え ん

事業
じぎょう

 在宅の重度心身障害児

（者）、知的障害児（者）、身体障害児が地域で自立し

た生活を送れるよう、各種サービス利用の援助・調整

等、訪問・外来により相談を行う。また、施設職員等

に対して療育に関する技術指導を実施する事業。 

○障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 在宅で２０歳未満の常時介護を必

要とする心身障害児に支給する手当（所得制限あり）。 

○障害児
しょうがいじ

を対 象
たいしょう

とした一時
い ち じ

預
あず

かり事業
じぎょう

 障害児を

日常的に介護している家族の一時的な休息等のため、

障害児を対象とした一時預かり事業である、短期入

所（障害福祉サービス）、日中一時支援（地域生活支

援サービス事業）、心身障害者一時介護料の助成を実

施している。 

○小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

一 宮
いちのみや

ふれあいキャンプ 不登校及び

不登校傾向を持つ児童生徒、関係諸機関に通所する

児童生徒、並びにそれらの保護者にキャンプへの参

加を勧める活動を展開し、現状から動き出そうとす



１．用語解説 

119 

 

資
料
編 

 

第
１
章 

 

第
４
章 

 

第
３
章 

 

第
２
章 

 

資
料
編 

 

第
５
章 

るきっかけや、新たな目標づくりの機会の場とする

事業。 

○小規模
しょうきぼ

保育
ほ い く

事業
じぎょう

 少人数（６人以上１９人以下）の保

育を行う。地域型保育事業の一つ。 

○自立
じ り つ

支援
し え ん

教 育
きょういく

訓練
くんれん

給付
きゅうふ

金
きん

事業
じぎょう

 ひとり親家庭の

親が、介護職員初任者研修等の技能習得や資格取得

のため、指定講座を受講する場合に、受講料の一部を

助成する事業。 

○自立
じ り つ

支援
し え ん

プログラム策定
さくてい

事業
じぎょう

 ひとり親家庭の親

と離婚前の方の経済的自立を促進するため、それぞ

れの状況やニーズに応じた自立支援計画書を策定し、

継続的な自立・就業支援を行う事業。 

○心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 在宅で２０歳未満の心身障

害児を監護している保護者に支給する手当（併給制

限あり）。 

○スクールカウンセラー事業
じぎょう

 市立小・中・高校及び

特別支援学校全校に、公認心理師・臨床心理士の資格

や豊富な相談経験を持つスクールカウンセラーを配

置し、児童・生徒や保護者からの相談に応じる事業。

心や体の悩みやいじめ、不登校等さまざまな問題の

未然防止、早期発見、解決につなげていく。 

○スクールソーシャルワーカー事業
じぎょう

 市内中学校区

２６校と船橋高校を拠点に、福祉の専門的な知識や

経験を持つスクールソーシャルワーカーを配置し、

市立学校に通う児童・生徒の抱える不登校、いじめ、

児童虐待等の問題解決に向けた支援を行う事業。 

○生活
せいかつ

困 窮 者
こんきゅうしゃ

住 居
じゅうきょ

確保
か く ほ

給付
きゅうふ

金
きん

 離職、自営業の廃

止又は個人の責めに帰すべき理由や都合によらない

就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪

失した方又はそのおそれのある方に、一定期間、家賃

額相当分の給付金を支給する制度。令和７年（２０２

５年）４月からは家賃が低廉な住宅への転居費用も

対象となった。 

○生活
せいかつ

困 窮 者
こんきゅうしゃ

自立
じ り つ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

（「保健
ほ け ん

と福祉
ふ く し

の

総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 さーくる」） たくさんの課題が

複雑にからみ合いどこに相談したらよいかわからな

い場合や、生活に困窮している場合など、内容を限定

せず無料で相談を受け、関係機関と連携して、解決で

きる方法を考え、寄り添った支援を行う事業。 

○生活
せいかつ

保護
ほ ご

 病気や失業などで収入がなくなったり、あ

るいは減少して生活に困った人が、自分の資産や能

力を活用したり、親族の援助を受けたりしてもなお、

暮らしていけない場合に、その程度に応じて最低限

の生活を保障して、自立できるように援助する制度。 

○青 少 年
せいしょうねん

の問題
もんだい

行動
こうどう

に関
かん

する相談
そうだん

 小学校就学の

始期から１９歳までの青少年を相談対象として、家

庭での教育やしつけ、こどもの学校生活、家族関係を

はじめこどもや家庭に関する相談を受ける事業。 

た行 

○大学
だいがく

等
とう

受 験 料
じゅけんりょう

・模擬
も ぎ

試験
し け ん

受 験 料
じゅけんりょう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 ひ

とり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもの進学に

向けたチャレンジを後押しするため、大学等受験料

や模擬試験受験料の補助を行う。 

○男女
だんじょ

共 同
きょうどう

参画
さんかく

 男女が互いにその人権を尊重しつ

つ、共に責任を分かち合い、男性も女性も個性と能力

を十分に発揮できること。 

○地域型
ちいきがた

保育
ほ い く

事業
じぎょう

 少人数の単位で、主に満３歳未満

の保育を必要とするこどもを預かる、児童福祉法に

基づき市町村が認可する事業の総称。小規模保育事

業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内

保育事業の４つの類型がある。 

○地域
ち い き

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

 市町村が地域の実情

に応じ、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って

実施する事業。地域子育て支援拠点事業、一時預かり

事業、乳児家庭全戸訪問事業、時間外保育事業、病児

保育事業、放課後児童健全育成事業等がある。 

○地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

サービス事業
じぎょう

 障害者等日中一時支

援事業、障害者等移動支援事業、重度身体障害者等入

浴サービス事業、重度訪問介護利用者等大学等修学

支援事業、重度障害者等就労支援特別事業のこと。 



１．用語解説 

120 

資
料
編 

 

第
１
章 

 

第
４
章 

 

資
料
編 

 

 

第
３
章 

 

第
２
章 

 

第
５
章 

 

○地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

助成金
じょせいきん

 地域福祉の推進を図ること

を目的に、船橋市福祉基金の運用益等を活用して、市

民活動団体が行う地域福祉活動に対して必要な費用

の一部を助成する制度。 

○地区
ち く

健康
けんこう

教 育
きょういく

 児童ホームや自治会館等を利用し

て行う、心身の健康や育児等に関する学習会。 

○地区
ち く

健康
けんこう

相談
そうだん

 公民館等において、乳幼児の心身発

達や健康に関する相談に応じ、指導・助言を行う。 

な行 

○乳児院
にゅうじいん

 主に０歳から２歳までの保護者のいない乳

幼児や、家庭での養育が困難な乳幼児を保護し、養育

するための施設。 

○乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

 乳幼児の健全な育成を促すととも

に、育児不安の軽減や虐待等の早期発見、早期対応を

図るために実施する、０歳児乳児健康診査、１歳６か

月児健康診査、３歳児健康診査。 

○乳幼児
にゅうようじ

歯科
し か

健康
けんこう

診査
し ん さ

 乳幼児期からの歯科疾患予

防、歯科保健に関する知識の普及・啓発のため、１歳

６か月児健康診査、３歳児健康診査で併せて実施す

る歯科健康診査。乳歯列完成の重要な時期に実施す

る２歳６か月児歯科健康診査（希望者にはフッ化物

塗布を実施）。 

○乳幼児
にゅうようじ

歯科
し か

保健
ほ け ん

指導
し ど う

（こどもの歯科
し か

相談
そうだん

） ０歳か

ら３歳未満児を対象とした個別歯科保健指導。 

○認可外
にんかがい

保育
ほ い く

施設
し せ つ

  保育所、認定こども園及び地域型

保育事業以外の保育を行うことを目的とする施設。 

○認可外
にんかがい

保育
ほ い く

施設
し せ つ

に対
たい

する補助
ほ じ ょ

 認可外保育施設に

通園するこどもや職員の健康診断費に対する補助金。 

○妊娠
にんしん

・出 産
しゅっさん

支援
し え ん

プラン 母子健康手帳交付時に、

すべての妊婦に保健師等が面談をし、安心して出産

や子育てに臨めるよう作成する支援プラン。 

○認定
にんてい

こども園
えん

 就学前のこどもに幼児教育・保育を

提供し、地域における子育て支援を行うことを目的

として、就学前のこどもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（通称：認定こども園

法）に基づき、都道府県知事（指定都市・中核市にお

いては市長）から認可・認定を受ける施設。幼保連携

型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の４つの類型が

ある。 

○妊婦
に ん ぷ

歯科
し か

健康診査
けんこうしんさ

 歯科疾患が重篤化しやすい時期

である妊婦を対象に、歯科疾患の早期発見と予防を

行う歯科健康診査。 

○妊婦
に ん ぷ

訪問
ほうもん

指導
し ど う

 保健指導が必要な妊婦に対し、正し

い知識を伝え、妊娠中や育児についての不安の軽減

を図るために行う訪問指導等。 

は行 

○パソコン技能
ぎ の う

習 得
しゅうとく

講 習
こうしゅう

 ひとり親家庭等及びそ

の児童や離婚前の方を対象に、実践的なパソコンの

スキルを身につけることを目的とした講習会。 

○ハッピーサタデー事業
じぎょう

 こどもがスポーツや文化

活動に親しめるよう、原則として毎月第３土曜日を

「ふなばしハッピーサタデー」とし、地域の団体等と

連携を図りながら公民館が主体となり開催する事業。 

○パパ・ママ教 室
きょうしつ

 パパとママになる夫婦が出産を迎

えるまでの過ごし方や赤ちゃんの接し方等、出産・育

児に関する正しい知識を学ぶ教室。 

○ひとり親
おや

家庭
か て い

 母子家庭及び父子家庭。 

○ひとり親
おや

家庭
か て い

等
とう

 ひとり親家庭及び寡婦。 

○ひとり親
おや

家庭
か て い

等
とう

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

 ひとり親家庭、祖父母

等の養育者及びその児童に対して、医療費の一部を

助成する。 

〇ひとり親
おや

家庭
か て い

等
とう

就 業
しゅうぎょう

・自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 ひとり親

家庭等及びその児童や離婚前の方の就業を効果的に

促進するために実施する事業。 

○ひとり親
おや

家庭向
か て い む

けデイキャンプ こどもの豊かな

心をはぐくむために、ひとり親家庭に自然体験や集

団遊びなど、親子交流の体験機会を提供する日帰り

のキャンプ。 
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○フッ化物
か ぶ つ

塗布
と ふ

・フッ化物
か ぶ つ

洗
せん

口
こう

 フッ化物には歯質

を強化、再石灰化の促進、菌の働きを低下させると

いったむし歯予防の働きがあり、専門職が歯に塗布

する、洗口剤としてブクブクうがいをする、といっ

た利用方法がある。 

○ブックスタート事業
じぎょう

 親子が絵本を通してふれあ

い、語り合うきっかけをつくることや、こどもの社会

への適応性・親子関係を向上させることを目的に、４

か月児健康相談等において乳幼児と保護者に絵本を

配布する事業。 

○ふなっこアプリ（子育
こ そ だ

て応援
おうえん

・情 報
じょうほう

アプリ） 妊

娠・出産から育児までの各種情報を発信するスマー

トフォン向けアプリ。出産予定日やこどもの年齢、居

住地等に応じた情報を受け取ることができるほか、

成長の記録、予防接種のスケジュール管理や記録等

ができる。 

○ふなっこナビ（子育
こ そ だ

て応援
おうえん

・情 報
じょうほう

サイト） ス

マートフォンやパソコンから市内の子育て情報が検

索できる情報サイト。 

○ふなっ子
こ

メール（子育
こ そ だ

て支援
し え ん

情 報
じょうほう

メール配信
はいしん

 

サービス） 広報ふなばしに掲載した子育て情報や、

子育てに関するワンポイントアドバイス等を電子

メールなどで配信する事業。 

○ふなばし子育
こ そ だ

てナビゲーション（子育
こ そ だ

て情報誌
じょうほうし

）

子育て支援サービスや各種相談窓口、家族で行ける

公園、幼稚園・保育所、医療機関の情報等を掲載する

子育て情報誌。母子保健手帳交付時や子育て支援セ

ンター等で配布している。 

○ふなばし地域
ち い き

若者
わかもの

サポートステーション事業
じぎょう

 

若者等の職業的・経済的自立を促進するため、個別相

談やキャリアコンサルティング、ジョブトレーニン

グ、職場実習などを通して就労を支援する事業。 

○不妊
ふ に ん

・不育
ふ い く

専門
せんもん

相談
そうだん

 医師や助産師による不妊・不

育や治療に関する個別相談。 

○弁護士
べ ん ご し

による相談
そうだん

 離婚前の方やひとり親家庭等の

養育費、離婚等の法律に関する相談に弁護士が応じ

る事業。 

○保育士
ほ い く し

養成
ようせい

修 学
しゅうがく

資金
し き ん

貸付
かしつけ

事業
じぎょう

 市内の保育所等

に保育士として勤務する意思のある人に、指定保育

士養成施設在学中の修学資金として月額３万円を貸

し付ける事業。卒業後に市内の保育所等で、修学期間

以上勤務すると貸付金の返還が全額免除される。 

○保育所
ほ い く し ょ

 保育を必要とする乳幼児に通所により保育

を行うことを目的に、児童福祉法に基づき、自治体、

または都道府県知事（指定都市・中核市においては市

長）の認可を受けた者が設置・運営する施設。 

○保育所
ほいくしょ

等
とう

運営
うんえい

に対
たい

する補助
ほ じ ょ

 児童の処遇向上を図

るため、保育所等運営にかかる費用に対し交付する

補助金。 

○保育所
ほいくしょ

等
とう

待機
た い き

児童
じ ど う

 保育所等に入所の申請をしてい

るにも関わらず入所できない児童。 

○放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業
じぎょう

 就学している障害の

あるこどもを通所させて、放課後や夏休み等に、生活

能力向上のために必要な支援や社会との交流の促進

等の支援を行う事業。  

○母子
ぼ し

生活
せいかつ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 母子家庭又はこれに準ずる事情

にある母からの申し込みに基づき、母とそのこども

を入所により保護し、自立の促進のために支援する

施設。 

○母子
ぼ し

父子
ふ し

寡婦
か ふ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

貸付
かしつけ

 ひとり親家庭の親や

寡婦の自立と児童の福祉を増進するために貸付をす

る制度。目的に応じて貸付限度額等が異なる１２種

類の資金がある。 

○母子
ぼ し

・父子
ふ し

自立
じ り つ

支援員
しえんいん

 ひとり親家庭等や離婚前の

方の生活や子育て、住宅、仕事等に関する相談に応

じ、自立に向け、総合的に支援を行う者。社会福祉士

等の資格や、児童福祉や各種相談窓口対応の経験が

ある者が担う。 

○ホームヘルプサービス ひとり親家庭の親や寡婦

がケガや病気などの時に、ホームヘルパーを派遣し

て、日常生活の支援をする事業。 
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ま行 

○民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

 地域において、住民の立場に

立って相談に応じ、必要な援助を行う厚生労働大臣

から委嘱されたボランティア。民生委員は児童委員

を兼ねている。 

や行 

○家賃
や ち ん

債務
さ い む

保証
ほしょう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 住み替えにあたって、家賃

債務保証会社等と家賃債務保証契約を締結する対象

世帯（高齢者世帯、ひとり親世帯、障害者世帯等）に

対して、費用の一部を助成する事業。 

○家賃
や ち ん

低廉化
て い れ ん か

住宅
じゅうたく

 賃貸人に月々の家賃の一部を補

助することにより、所得が低く住まい探しが困難な

世帯が入居しやすくした住宅。 

○ヤングケアラー支援
し え ん

事業
じぎょう

 家族の介護その他の日

常生活上の世話を過度に行うこどもや若者を支援す

るための事業。 

○養育費
よ う い く ひ

・親子
お や こ

交流
こうりゅう

セミナー 離婚後の親子関係や

養育費についての基本的な知識を提供するセミナー。 

○養育費
よ う い く ひ

確保
か く ほ

のための同行
どうこう

支援
し え ん

 養育費にかかる公

正証書の作成のために公証役場へ行く際や、調停の

申し立てのために家庭裁判所へ行くことが不安な方

に、必要に応じて母子・父子自立支援員が現地まで同

行する支援。 

○幼稚園
ようちえん

 学校教育法に基づき、都道府県知事の認可を

受けて設置・運営される満３歳から５歳のこどもを

対象とする施設（私学助成幼稚園）のほか、子ども・

子育て支援新制度に移行した施設（新制度幼稚園）、

幼稚園の機能と保育所の機能を併せ持った施設（認

定こども園）がある。 

○幼稚園
ようちえん

運営
うんえい

に対
たい

する補助
ほ じ ょ

 幼稚園運営に係る費用

負担の軽減を図り、もって幼児教育の振興に資する

ため、幼稚園の運営費に対して交付する補助金。 

○要保護
よ う ほ ご

児童
じ ど う

及
およ

びＤＶ対策
たいさく

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

 地域のさ

まざまな関係機関、関係者と連携して、児童虐待やＤ

Ｖ対策も含め、要保護児童の適切な保護又は要支援

児童もしくは特定妊婦への適切な支援を図るため設

置した協議会。 

○幼
よう

保
ほ

小 連 携
しょうれんけい

 こどもが、幼児期の教育・保育から小

学校教育に円滑に移行することができるよう、幼稚

園・保育所・認定こども園と小学校の間で行われる連

携した取り組み。 

○４か月児
げ つ じ

健康
けんこう

相談
そうだん

 保健センターで実施している、

乳児の発育・発達に関する相談事業。 

ら行 

○ライフサポートファイル 障害のあるこどもや特別な

配慮を必要とするこどもたちが、途切れることなく

一貫して適切な支援を受けられるように、こどもの

生育歴や受けてきた支援内容などを記録・管理でき

るファイル。 

○ライフステージ 人生において節目となる出来事によ

って区分される生活環境の段階のこと 

○療 育
りょういく

施設
し せ つ

 児童発達支援や放課後等デイサービス

等を実施する障害児通所支援事業所。 

○ 量
りょう

の見込
み こ

み 教育・保育、地域子ども・子育て支援事

業における将来需要量の見込み。これまでの利用状

況、利用希望等を踏まえて算出する。 

わ行 

○ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和を意味

する。ワーク・ライフ・バランス憲章では、仕事と生

活の調和が実現した社会を「国民一人ひとりがやり

がいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果

たすとともに、家庭や地域生活等においても、子育て

期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な

生き方が選択・実現できる社会」としている。
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（１）船橋市子ども・子育て会議での審議 

本計画の策定に当たり、こどもの保護者や子育て支援に関する関係機関・団体の代表者、学

識経験者などからなる「船橋市子ども・子育て会議」を設置し、こども施策に関する課題や今

後の方向性を審議しました。 

 

（２）船橋市こども計画策定委員会 

本市の庁内に、計画の原案を作成する組織として、健康福祉局長、こども家庭部長及び関係

各課長による「船橋市こども計画策定委員会」を設置しました。 

また、策定委員会には、原案作成を円滑に進めるため、策定委員の推薦を受けた職員による

策定部会を設置しました。 

 

（３）パブリック・コメントの実施 

令和７年（２０２５年）１２月１１日（木）に本計画案を公表し、同日から令和８年（２０

２６年）１月１４日（水）までを期間として、意見募集（パブリック・コメント）を実施しま

した。 

 

   

計画策定の体制と経過 ２ 
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 （４）船橋市子ども・子育て会議条例 

平成２５年６月１７日 

条例第２５号 

改正 令和５年３月２８日条例第７号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７２条第１

項の規定に基づき、船橋市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置

く。 

（令５条例７・一部改正） 

 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７２条第１項各号に掲げる事務その他これらに関連する

事務を処理する。 

（令５条例７・一部改正） 

 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 子ども・子育て会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く

ことができる。 

 

（委員等の任命） 

第４条 委員は、法第６条第２項に規定する保護者、法第７条第１項に規定する子ども・子育

て支援（以下「子ども・子育て支援」という。）に関する事業に従事する者、子ども・子育て

支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 専門委員の任期は、２年を超えない範囲で、その者の任命に係る当該専門の事項に関する

調査が終了するときまでとする。 

 

（会長及び副会長） 

第６条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（部会） 

第７条 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名す

る者が、その職務を代理する。 

６ 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の会議の議決をもって子ども・子

育て会議の会議（以下「会議」という。）の議決とすることができる。 

 

（会議） 

第８条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集される

会議は、市長が招集する。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで

きない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 前３項の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、第１項中「会

長」とあるのは「部会長」と、同項ただし書中「市長」とあるのは「会長」と、第２項中「子

ども・子育て会議」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

 

（資料提出の要求等） 

第９条 子ども・子育て会議又は部会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認める

ときは、関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年３月２８日条例第７号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 （５）船橋市子ども・子育て会議委員名簿 

任期：令和７年（２０２５年）９月１日～令和９年（２０２７年）８月３１日 

※役職等は委員委嘱日現在のものです。 

（敬称略・５０音順） 

氏名 役職等 備考 

生
い く

田
た

 邦
く に

彦
ひ こ

 船橋市保育協議会顧問  

大
お お

石
い し

 盛
も り

伝
つ ぐ

 船橋市保育園父母会連絡会副事務局長  

尾
お

木
ぎ

 修
しゅう

介
す け

 船橋市私立幼稚園連合会会長  

上
か み

村
む ら

 麻
ま

郁
や

 千葉経済大学短期大学部教授 会長 

川
か わ

上
か み

 真
ま

由
ゆ

美
み

 市民委員  

小
こ

出
い で

 正
ま さ

明
あ き

 船橋市社会福祉協議会常務理事  

佐
さ

久
く

間
ま

 勉
つとむ

 船橋市認可外保育所連絡会会長代理  

佐
さ

藤
と う

 有
ゆ

香
か

 千葉大学教育学部准教授 副会長 

澤
さ わ

田
だ

 佐
さ

代
よ

子
こ

 市民委員  

島
し ま

貫
ぬ き

 奈
な

津
つ

子
こ

 千葉県市川児童相談所船橋支所長  

鈴
す ず

木
き

 五月
さ つ き

 船橋市小学校長会  

鈴
す ず

木
き

 ひろ子
こ

 船橋市私立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会会長  

田
た

中
な か

 善
よ し

之
ゆ き

 全千葉県私立幼稚園連合会理事  

鶴
つ る

﨑
さ き

 桜
さくら

子
こ

 
ふなばししファミリー・サポート・センター

（育児）協力会員 

 

中
な か

原
は ら

 美
よ し

惠
え

 東洋大学名誉教授  

保
ほ

坂
さ か

 真
ま

紀
き

子
こ

 船橋市ＰＴＡ連合会事務局長  

松
ま つ

﨑
ざ き

 総
そ う

一
い ち

 全国私立保育連盟組織部部長  

山
や ま

岸
ぎ し

 秀
ひ で

規
き

 船橋市中学校長会副会長  

山
や ま

中
な か

 広
ひ ろ

仁
ひ と

 船橋市民生児童委員協議会副会長  

山
や ま

本
も と

 裕
ゆ う

子
こ

 母子生活支援施設青い鳥ホーム施設長  
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 （６）船橋市こども計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 こども基本法（令和４年法律第７７号）第１０条第２項に規定する（仮称）船橋市こ

ども計画の原案を作成するため、船橋市こども計画策定委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

 

（組織） 

第２条 委員会は、別表に掲げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

  

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長はこども家庭部長を、副委員長はこども政策課長をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが

できる。 

 

（策定部会） 

第５条 委員会に、原案の作成を円滑に行うために、策定部会を置く。 

２ 策定部会は、委員の推薦を受けた者のうちから委員長が指名する者（以下「部会員」とい

う。）をもって組織する。 

３ 策定部会に部会長を置き、部会長は、こども政策課長をもって充てる。 

４ 前条の規定は、策定部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」

とあるのは「策定部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

  

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉局こども家庭部こども政策課において処理する。 

 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月２２日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。  
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【別表】 

局及び部等 委員 

市長公室 市民の声を聞く課長 

企画財政部 政策企画課長、行政経営課長、財政課長 

総務部 人事課長 

市民生活部 市民協働課長 

福祉サービス部 福祉政策課長、地域福祉課長、障害福祉課長、生活支援課長 

健康部 健康政策課長、地域保健課長、健康づくり課長、国保年金課長 

こども家庭部 
こども家庭部長、こども政策課長、こども家庭支援課長、 
子育て給付課長、児童相談所開設準備課長 

地域子育て部 保育入園課長、保育運営課長、地域子育て支援課長、療育支援課長 

経済部 商工振興課長 

都市整備部 都市整備課長 

建築部 住宅政策課長 

管理部 教育総務課長 

学校教育部 学務課長、指導課長、総合教育センター所長 

生涯学習部 文化課長、青少年課長、中央公民館長、青少年センター所長 

（７）策定経過 

日時 内容 

<令和６年度> 

令和７年２月１５日 
こども・若者意識調査（３月９日まで） 

令和７年３月１５日 こども計画策定に係る事業所調査の実施（５月２１日まで） 

令和７年３月 第３期船橋市子ども・子育て支援事業計画 第５次船橋市ひとり親家庭等

自立促進計画 船橋市こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画

の策定 

<令和７年度> 

令和７年８月１９日 

第１回子ども・子育て会議 

・（仮称）船橋市こども計画の策定について（策定の方針、基本理念、

基本方針、構成案を説明） 

令和７年１０月９日 第２回子ども・子育て会議 

・船橋市こども計画について（基本施策の内容を説明） 

令和７年１１月１０日 第３回子ども・子育て会議 

・船橋市こども計画について（パブリック・コメント実施前の計画案

を説明） 

令和７年１２月１１日 計画案の公表と意見募集（パブリック・コメント）（令和８年１月１４日まで） 

令和８年２月１７日 第４回子ども・子育て会議 

・船橋市こども計画（案）について（パブリック・コメントの結果を説明） 

令和８年３月 計画策定  
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令和８年度（２０２６年度）～１１年度（２０２９年度） 

 

船橋市 健康福祉局 こども家庭部 こども政策課 

〒２７３‐８５０１ 船橋市湊町２-１０-２５ 

電話：０４７-４３６-２１９２ 

F A X：０４７-４３６-２７９７ 
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